
”みんなで取り組む”

資源循環都市しものせき

しものせき
ごみ百科
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Shimonoseki-city

下関市

筆記具等の無料回収ボックスを設置しています。

リサイクルにご協力をお願いします。

●回収対象

プラスチック製のボールペン等

（鉛筆、金属が主な筆記具等は対象外）

●回収場所

(1)本庁舎西棟1階エントランスホール（南部町）

回収時間：8時30分～17時15分

閉 庁 日 ：土日祝、年末年始（12月29日～1月3日）

(2)しものせき環境みらい館1階（古屋町1丁目）
回収時間：10時00分～17時00分

休 館 日 ：月（祝日の場合は翌日）、

年末年始（12月29日～1月3日）

ジモティーを利用して粗大ごみ等のリユース

（必要な人に譲る）をしてみませんか？

市では㈱ジモティーと協定を締結し、市ホームページで

「地元の掲示板ジモティー」を紹介しています。

※ジモティーは個人間の取引です。

ご利用の際はトラブルにあわないために

規約や注意事項をよくご確認ください。

下関市の新たな取り組み



○お住まいの地区の収集日をカレンダーで

チェック

○収集日や重要なお知らせをプッシュ通知

○便利帳からごみ百科の情報を確認

○分別帳から品目で分別を検索

○よくある質問や粗大ごみの手数料などの

情報を確認

○粗大ごみ等のインターネット申し込みへ

ごみ百科ＬＩＮＥ版

友だちになって品目名をひらがなで

入力すると、分別や料金を自動回答

します。

○電話申し込み・問い合わせへ

○粗大ごみのインターネット

申し込みへ

○お住まいの地区の収集日を

カレンダーでチェック

○収集日をプッシュ通知

○粗大ごみ等受付

○ごみ出しガイド

※アプリは無料ですが、通信料は利用者負担となります。
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ごみを減らす目標値

「みんなで取り組む」 資源循環都市しものせき
下関市では、市民、事業者、行政のパートナーシップ（協働・連携）により「みんな」が主体として

取り組む資源循環型の都市を目指しています。その実現のために、２０２７年度までに達成する目標を

３つ掲げ、施策に取り組んでいます。

一人ひとりの取り組みが、大きな成果を生み出します。まずは、家庭や職場など、身近なところから

「ごみの減量・分別」をお願いします。

目標１ ごみ排出量の削減

２０２７年度の１人１日当たり排出量９８０ｇ以下（家庭系ごみ５７２ｇ、事業系ごみ４０８ｇ）を目指します

(家庭系ごみ５７２ｇのうち１４４ｇが資源ごみとなります）。

ごみ排出量を１人１日当たり５７ｇ減らします。

資源物の分別の徹底などに取り組むことで、２０２７年度の再生利用（リサイクル）率２４．２％を目指します。

２０２７年度の最終処分率を２．９％以下に削減します。

ごみとしていた物を分別することで無駄にせず、資源として利用します。

市内で発生するごみのうち埋立処分する量を減らすことで、
埋立処分場をより長く使うことができます。

令和９年度

(２０２７年度)

平成２８年度

(２０１６年度)

２３．９％

平成２８年度

(２０１６年度）

２４．２％

令和９年度

(２０２７年度)

目標２ リサイクル率の向上

目標３ 最終処分率の削減
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ごみ減量と資源循環

ごみ減量のキーワード「３Ｒ」。これは「リデュース（ＲＥＤＵＣＥ）／減らす」「リユース（ＲＥＵＳＥ）／再

利用する」「リサイクル（ＲＥＣＹＣＬＥ）／再生利用する」のアルファベットの頭文字を取ったものです。

下関市では、これに「リフューズ（ＲＥＦＵＳＥ）／断る」を加え、４つの「Ｒ」でごみの減量に取り組ん

でいます。

リデュース／減らす
ごみは、少し気をつけるだけで、すぐに減

らせます。例えば、食べ残しをしない、箸や

コップなどで使い捨ての物は使わない、詰め

替え商品を買うなど。ごみを出さない生活を

心掛けましょう。

Reduce
リユース／再利用する

物を大切に使いましょう。繰り返し使える

リターナブルびんを積極的に使ったり、着ら

れなくなった衣類は人にあげたり、フリー

マーケットも活用しましょう。

Reuse

リサイクル／再生利用する
ごみと思っている物の中にも、資源はたく

さんあります。ペットボトルやお菓子の袋、

牛乳パックも立派な資源です。リサイクルを

進めるために重要なことは分別です。

Recycle
リフューズ／断る

リフューズは１番聞き慣れない言葉かもし

れませんが、不要な物を断ることをいいます。

例えば、レジ袋や街で配っているポケット

ティッシュなど必要ないのにもらって、その

ままごみになる様な物を断ります。

Refuse

リサイクルに関する制度の紹介

１．再資源化推進事業

下関市では、自治会や子ども会、婦人会など地域の団体が資源を回収し、再生業者などに引き取って

もらうことを「集団回収」といいます。

下関市では、集団回収を実施した団体（あらかじめ登録が必要です）に奨励金を交付しています。

対象資源 【古紙類】新聞、雑誌、ダンボールなど

【古布類】古着、タオル、シーツなど

【金属類】金属くず、空き缶など

※いずれも市内の家庭から排出される物が対象です。

補助金額 回収した資源１㎏につき【古紙類】【古布類】４円

【金属類】 ８円

申込先・詳細 クリーン推進課 ☎083-252-7165

２．生ごみ堆肥化容器購入費補助

下関市では、生ごみ堆肥化容器を購入された方に、購入費の一部を助成しています。

生ごみのリサイクルにチャレンジしてみませんか。

対象機種と補助金額 ・土地埋込式など…購入額の２分の１(上限額３，０００円)

※１世帯につき２基（電気式を含む) まで

・電気式…購入額の２分の１(上限額２０，０００円)

※１世帯につき１基まで

申込先・詳細 クリーン推進課 ☎083-252-7165

※申請には、生ごみ堆肥化容器を購入したことがわかる領収書などが必要です。
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ごみの行方とリサイクル
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正しく分別されたごみは

図のように循環資源として

再生利用されます。
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(焼却)

処 理
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①携帯電話端末、ＰＨＳ端末、ワープロ、

パソコン （モニター含む）

※これらには、タブレット型情報通信端末を含みます。

※回収場所Ⓐ～Ⓔのみデスクトップパソコンの回収を行っています。

②電話機、ファクシミリ

③ラジオ

④デジタルカメラ、ビデオカメラ、

フィルムカメラ

⑤映像用機器（ＤＶＤ-ビデオ、ＨＤＤレコーダ、

ＢＤレコーダ/プレーヤ、 ビデオテープレコーダ（セット）、

チューナ、ＳＴＢ）

⑥音響機器（ＭＤプレーヤ、デジタルオーディオプレーヤ

（フラッシュメモリ）、デジタルオーディオプレーヤ（ＨＤＤ）、

ＣＤプレーヤ、デッキ除くテープレコーダ、ヘッドホン

及びイヤホン、ＩＣレコーダ、補聴器）

⑦補助記憶装置（ハードディスク、ＵＳＢメモリ、メモリーカード）

⑧電子書籍端末

⑨電子辞書、電卓

⑩電子血圧計、電子体温計

（⑩の回収場所はⒶ～Ⓔのみ）

⑪理容用機器（ヘアドライヤー、ヘアーアイロン、

電気かみそり、電気バリカン、電気かみそり洗浄機、

電動歯ブラシ）

⑫懐中電灯

⑬時計

⑭ゲーム機（据置型ゲーム機、携帯型ゲーム機、

ハンドヘルドゲーム（ミニ電子ゲーム）、

ハイテク系トレンドトイ）

⑮カー用品（カーナビ、カーカラーテレビ、カーチューナ、

カーステレオ、カーラジオ、カーＣＤプレーヤ、

カーＤＶＤ、カーＭＤ、カースピーカ、カーアンプ、

ＶＩＣＳユニット、ＥＴＣ車載ユニット）

⑯これらの付属品（リモコン、ＡＣアダプタ、ケーブル、

プラグ・ジャック、充電器など）

小型家電回収ボックスによる無料回収

回収品目（詳細） ※回収ボックスの投入口［４０㎝×２０㎝］に入る下記１６品目に限ります。

※パソコンを除き、従来通り「燃やせないごみ」として粗大ごみ等受付センター（☎083-254-5380）へ

戸別収集を申し込むことも可能です。

※パソコンをパーツ交換した際などに出る廃部品は回収対象外です。

また、外見上壊れている（分解した状態）パソコンも回収対象外です。

※プリンターは回収対象外です。「燃やせないごみ」（戸別収集）で出してください。

１０kgを超える物、袋に入らない物は「粗大ごみ」（戸別収集）です。

回収場所・回収日時 （回収場所により回収日時が異なります。ご注意ください）

出せない物（例）

・テレビ ・エアコン

・冷蔵庫、冷凍庫

・洗濯機、衣類乾燥機

・充電式電池・乾電池

・プリンター

!

ご注意ください！
●個人情報は、必ず消去してください

●回収した小型家電は返却できません

●電池類は取りはずしてください

●家庭から排出される物に限ります

（事業所からの排出物は対象外です）

Ⓐ下関市リサイクルプラザ啓発棟 ： 古屋町一丁目１８番１号（☎083-252-7220）

（愛称「しものせき環境みらい館」）

Ⓑ菊川総合支所市民生活課 ： 菊川町大字下岡枝１４８０番地１（☎083-287-4004）

Ⓒ豊田総合支所市民生活課 ： 豊田町大字殿敷１９１８番地１（☎083-766-2187）

Ⓓ豊浦総合支所市民生活課 ： 豊浦町大字川棚６８９５番地１（☎083-772-4017）

Ⓔ豊北総合支所市民生活課 ： 豊北町大字滝部３１４０番地１（☎083-782-1925）

Ⓕ下関市役所本庁舎西棟１階エントランスホール ： 南部町１番１号

Ⓖ奥山工場 ： 大字井田字桑木１０３７８番地（☎083-257-5311）

Ⓗ吉母管理場 ： 大字吉母字舟頭１０３３２番地１（☎083-286-2803）

Ⓘクリーンセンター響 ： 豊浦町大字宇賀１３５２８番地１（☎083-776-0321）

パ

デ

ノ

C

液

〈回収時間〉10:00～17:00

〈休館日〉月曜日(祝日の場合は翌日)、

年末年始

〈回収時間〉8:30～17:15

〈閉庁日〉土日祝、年末年始

〈回収時間〉8:15～16:00

〈休業日〉土日、年末年始
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パソコン・携帯電話などの使用済小型家電の回収を行っています

〈お問い合わせ先〉クリーン推進課 ☎083-252-7165



パソコンリサイクル対象機器

デスクトップパソコン（本体）

ノートパソコン

CRTディスプレイ（一体型パソコンを含む）

液晶ディスプレイ（一体型パソコンを含む）

○宅配便による回収

国の認定事業者「リネットジャパンリサイクル㈱」と協定を締結し、宅配便による回収を実施しています。

○メ－カ－による回収

受付窓口

●各メーカー

●自作パソコン、倒産メーカー品等はパソコン３Ｒ推進協会へ。

☎03-5282-7685 〈ホームページ〉https://www.pc3r.jp/

※購入時の添付品（マウス・キーボードなど）を同時に排出する場合は、回収対象となります。

※プリンターなどの周辺機器、ワープロ専用機、ＰＤＡ、ＣＤ－ＲＯＭ・フロッピーディスクなどの

記憶媒体、マニュアルは対象になりません。

※パソコンをパーツ交換した際に出る廃部品は回収の対象になりません。廃棄のために故意にパ

ソコンを分解しないでください。
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パソコンリサイクルについて

左記のPCリサイクル

マークが付いた物は、

リサイクル料金が無

料です。

※家庭で使われていた物が対象で、事業所で使われていた物は対象になりません。

※パソコン以外の小型家電は「燃やせないごみ」で出すことも可能です。

※リネットジャパンリサイクル㈱では「テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコ

ン」の特定家庭用機器の回収（インタ－ネット申し込みのみ）も行っています。（P19参照）

回収対象

パソコン・携帯電話・その他小型家電４００品目以上

利用方法

①「リネットジャパンリサイクル㈱」のホームページまたはＦＡＸ、電話により申し込み。

②ダンボール箱にパソコンなど小型家電を詰める（データは消去してください）。

③希望した日時に宅配業者が取りに来ます。

箱のサイズ

縦・横・高さの合計が１４０㎝、重量２０㎏以内、箱に入れば何点詰めてもＯＫ！

料金

１箱１，７６０円（税込）。ただし、パソコン本体を含む回収１回につき１箱が無料です。

※決済手数料２１８円（税込）。支払い料金０円の場合、決済手数料はかかりません。

※ＣＲＴモニターなど場合によっては有料となることがあります。

※詳細については「リネットジャパンリサイクル㈱」のホームページ（https://www.renet.jp/)を

ご確認ください。

お問い合わせ先

リネットジャパンお客様センター ☎0570-085-800 （10:00～17:00 ※年末年始は除く）



ごみステーションのご利用について

ごみステーションの管理

ごみステーションの管理は、各自治会などが行っております。

清潔なごみステーションを保つために、一人ひとりの心がけが大切です。

お願い

●収集日及び排出時間は、ごみの分け方・出し方ガイドで確認し、必ず守ってください。

●収集時間は、ごみの量、交通状況により変わります。

●１日に２種類のごみを出す曜日については、種類ごとに分けてごみステーションに積むようにしてください。

ごみの種類ごとに収集する車両は違いますので、片方のごみが残っていても排出時間を過ぎて出すのは

お控えください。ごみ袋が残る原因になります。

●他人のごみ袋にごみを入れる行為、その他迷惑のかかるごみ出しや、他地区のごみステーションへのごみ

出しはやめましょう。

●ごみステーションからの持ち去り行為は禁止されています。

●袋に入れることのできるごみは１袋１０㎏程度までです。

●排出時間や分別ルールが守られていないごみは収集できません。

●違反シールが貼られたごみは、持ち帰って分別をきちんとして、次回に出しなおしましょう。

ごみステーションに出せないごみ

●「燃やせないごみ」、「有害ごみ」、「粗大ごみ」及び「特定家庭用機器」は戸別収集のため、ごみステーション

には出せません。事前に申し込みの上、公道に接する出入口付近への排出となります（詳細は１４～２１ページ

をご確認ください）。

許可業者に処理を委託する

か、処理施設に直接搬入す

るなどして適正に処理してく

ださい。

地域のごみステーションに

出してください。

ごみをみだりに投棄する行為は、｢廃棄物の処理及び清掃に関する法律｣で禁止されており、違反した場合

は、５年以下の懲役もしくは１千万円以下の罰金またはその両方の刑の対象となる可能性があります。

なお、不法投棄の対策としてパトロールや廃棄物対策課（☎083-252-7152）の窓口にて不法投棄禁止看板

を無償で配布しています。

●１階が事業所で２階が住居のように、事業所と住居が同じ建物の場合、事業系ごみはごみステーションには

出せません。事業系ごみと家庭ごみに分けて出す必要があります。

は

戸別収集のため、ごみ

ステーションには出せ

ません。

6

●ルール違反のごみは市では収集いたしません。

現実的に、ごみステーションを管理する町内の方々にご迷惑をかけています。

また、ごみステーションに出せないからといって、みだりにごみを捨てると不法投棄になることがあります。

不法投棄は犯罪です。



赤色

生ごみ

よく水を切る

皮革製品

汚れの取れないペットボト

ルまたはプラスチック製容

器包装（チューブ類）など

衣類・布製品 紙くず

菓子箱

●袋の口はしっかり結んでください。

●生ごみの水が切れない場合は、透明または半透明の袋に入れてもよいです。

●草木は、土を落としてください。袋に入らない場合は、「粗大ごみ」（戸別収集）で出してください。

●牛乳パックなどはスーパーなどの店頭回収を利用しましょう。

●衣類やかばんなどのボタンやファスナーは付けたまま出してよいです。

●ビーズクッションや羽毛布団は透明または半透明の袋に入れてから燃やせるごみ袋に入れ、ごみ袋に

わかるように貼り紙をしてください。

●在宅医療で出た「ビニールバッグ類、チューブ・カテーテル類、注射筒（針以外の部分）、脱脂綿・

ガーゼ」は「燃やせるごみ」（赤色指定ごみ袋）として出してください。それ以外の物（注射針など）

は「市では収集できないごみ」ですので医療機関または販売店にご相談ください。

ゴムホース

１メートル以下に切る

※ハサミはいっしょに入れないで

ください

ゴムホース

ごみの種類具体例

竹串

紙に包むか先を曲げるなど

安全な工夫をする

ごみの出し方

食用油

固形化するか紙などに染み込ませる

おむつ

汚物は取り除く

サッカー・バスケット・

バレーボールなど

なるべく空気を抜く

花火

十分に湿らす

ランドセル ジョイントマット

ごみステーションに出せるごみ
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生ごみ

ウイルス検査キット

（使用済・未使用） ファスナー付き

プラスチックバッグ



汚れの取れないペットボト

ルまたはプラスチック製容

黄色

スプレー缶は

有害ごみ

(戸別収集)です。
びん

●袋の口はしっかり結んでください。

●中身は完全に使い切り、すすぎ洗いしてください。汚れたままだとリサイクルできません。油のびんや

缶などの汚れの取れない物は「燃やせないごみ」（戸別収集）です。

●びん・缶のラベルやシールなどは、完全にはがれなくてもよいです。

●缶をつぶす場合は、必ず横につぶしてください。

●元々の大きさが３０㎝角を超える缶や金属くず、ガラスくずは「燃やせないごみ」（戸別収集）または

「粗大ごみ」（戸別収集）です。

●金属製のふたは「燃やせないごみ」（戸別収集）、プラスチック製のふたは「プラスチック製容器包装」

（青色指定ごみ袋）で出してください。

●はずれたプルタブは「燃やせないごみ」（戸別収集）です。

●二重袋（レジ袋などに入れた状態で指定袋に入れること）にせず、直接指定袋に入れてください。

注意！

十分に湿らす

レジ袋などには入れずに

直接、指定袋に入れてく

ださい。

びんと缶は同じ指定袋で

よいです。

～黄色指定ごみ袋への入れ方～

下 関 市 指 定 ご み 袋 下 関 市 指 定 ご み 袋

ごみの種類具体例

油のびん及び缶など汚れの取れない物、錆びた缶及びガラスくず、梅などを漬けるために購入されたガラス製のびんは

燃やせないごみ用指定ごみ袋（戸別収集） へ
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資源ごみ

資 源 ご み 用
(びん・缶)

資 源 ご み 用
(びん・缶)

金属製のふた 燃やせないごみ用指定ごみ袋（戸別収集）へ

プラスチック製のふた 青色指定ごみ袋へ

中身のないことが確認できるようびんや缶の

ふたは、はずして出してください
※口元のリングは取りはずす必要はありません

※パッキンがついたままのふたをリサイクルに

まわすと金属の純度が落ちてしまいます

注意！ ふたの出し方に気をつけてください

スチール缶・アルミ缶（ふたは燃やせないごみ）



桃色

ペットボトル

●袋の口はしっかり結んでください。

●中身は完全に使い切り、すすぎ洗いしてください。汚れた

ままだとリサイクルできません。

● マークの付いているボトル類は入れないでください。

●二重袋（レジ袋などに入れた状態で指定袋に入れること）

にせず、直接指定袋に入れてください。

PETマークの付いた清涼飲料、

特定調味料、酒類のボトルな

どが対象です。

このマークが目印です

キャップとラベルははずす
キャップとラベルは青色指定ごみ袋へ

中身は完全に使い切り、

すすぎ洗いしてください

つぶす場合は、必ず

横につぶしてください

本体のみ桃色指定ごみ袋へ

※キャップ、ラベル、キャンペーン

などのお知らせシールが付いたまま

のペットボトルは収集できません。

ご注意ください。

汚れやシールあとが取れないボトル、切ったボトル、マジックで書いたボトル、塗料が付着したボトルは、

赤色指定ごみ袋へ

注意！

下 関 市 指 定 ご み 袋 レジ袋などには入れずに

直接、指定袋に入れてく

ださい。

下 関 市 指 定 ご み 袋

～桃色指定ごみ袋への入れ方～

ごみの種類具体例
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資源ごみ

資 源 ご み 用
(ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ)

資 源 ご み 用
(ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ)

※口元のリングは取りはずす

必要はありません



（プラマーク容器包装）

青色

ごみの種類具体例

食品トレイはなるべくスーパーなどの店頭回収へ

●袋の口はしっかり結んでください。

●中身は完全に使い切り、すすぎ洗いしてください。汚れたままだとリサイクルできません。油の容

器など汚れの取れない物は「燃やせるごみ」（赤色指定ごみ袋）です。

●ラベルなどのシールは完全にはがれなくてもよいです。

レジ袋などには入れずに

直接、指定袋に入れてく

ださい。

～青色指定ごみ袋への入れ方～

下 関 市 指 定 ご み 袋 下 関 市 指 定 ご み 袋

ボトル類（食品、日用品、飲料など）

トレイ類（発泡スチロールを含む）

袋類（菓子袋、レジ袋、ビニール袋）
カップ類（発泡スチロールを含む）

ケース類（卵、豆腐、弁当、惣菜パックなど）

緩衝材類（果物ネット、エアキャップなど）

その他（ペットボトルの

キャップ･ラベルなど）

このマークが付いている

物、または表示により指

示のある物が対象です。

このマークが目印です
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資源ごみ

資 源 ご み 用
(プラスチック製容器包装)

資 源 ご み 用
(プラスチック製容器包装)

「プラスチック製容器包装」（青色指定ごみ袋）は、不適物を手選別で取り除いた後、圧縮

梱包しています。電池類が混入していると火災の原因となり大変危険です。

電池類は「有害ごみ」（戸別収集）で正しく分別して出すようにしてください。

!



１．プラスチック製容器包装（プラマーク容器包装）とは？

商品を入れる「容器」や商品を包む「包装」で、商品の中身を使い切ったり、取り出したりして不要

になるプラスチック製の「容器」「包装」です。

このマークが目印です
中身あり

中身を使い

切った

中身なし 中身あり 中身なし

中身を取り

出した

２．ソースやマヨネーズなどで中身が残っている物を捨てるには？

中身が残っている場合や汚れがひどい場合は、リサイクルに支障があるため、「燃やせるごみ」（赤

色指定ごみ袋）で出してください。

＋ きれい ⇒ 青色のプラスチック製容器包装の指定ごみ袋

＋ 汚い、洗えない ⇒ 赤色の燃やせるごみの指定ごみ袋

３．プラスチック製容器包装（プラマーク容器包装）にならない物は？

※ウイルス検査キット（使用済・未使用）、ファスナー付きプラスチックバッグ、浮き輪、

荷造り用ＰＰバンド、ビニールプール、ブルーシート（１０㎏以下の物）は「燃やせるごみ」

（赤色指定ごみ袋）です。

マークの付いていない物、材質がプラスチックでもその物自体が「商品」であるＣＤケース、お

もちゃ、文具、食器、保存容器、雑貨類などは「燃やせないごみ」（戸別収集）です。袋に入らない物

は「粗大ごみ」（戸別収集）です。

ポリバケツ・洗面器

プラスチック製タッパー

ＣＤ・ＣＤケース

ビデオテープ

おもちゃ・文具

対象外

対象

汚れている物、洗えない物は赤色指定ごみ袋へ
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対象



新聞紙 雑誌類 ダンボール

●新聞紙及び雑誌類はひもなどで縛らず、それぞれ別々の透明または

半透明の袋に入れてください。指定ごみ袋はありません。

●袋は４５リットル以内の物をご利用ください。

●袋の口はしっかり結んでください。

●１袋につき１０㎏程度までで出してください。

●リングノートなどの金具は燃やせないごみです。

●ごみ処理手数料は無料です。

●乾燥させても牛乳パックは出せません。

●細かくちぎれたり、汚れていたり、丸めた新聞紙、雑誌類、ダンボールは「燃やせるごみ」

（赤色指定ごみ袋）です。

●ごみ処理手数料は無料です。

●紙類は濡れるとリサイクルできなくなることがあります。雨の日は、なるべく出すのを控え、

次の収集日に出すようにしましょう。

●辞典・辞書の箱や菓子箱などの厚紙、

包装紙、紙袋、ティッシュの箱は

「燃やせるごみ」（赤色指定 ごみ袋）です。。

●箱型の状態で出さず必ず

たたんでください。。

●束ねる場合は、ひもで十

字に縛ってください。袋に

入れたり、ガムテープなど

のテープ類でとめたりしな

いでください。。

●ダンボールは１m以内に

たたんでください。。。

●一括り１０枚以内としてく

ださい。。。。

雑誌、

書籍、

辞典・辞書、

チラシ、

カタログ、

ノート、

教科書、

コピー用紙 など

新聞紙

（折込チラシ

を含む））

●新聞紙及び折込チラシ以外は入れな

いでください。。

【禁忌品】紙の原料にならないため、燃やせるごみで出してください

●粘着物の付いた封筒や圧着はがきなど ●防水加工紙、油紙など（紙コップ、紙皿など）

●捺染紙（アイロンプリント紙） ●感熱性発泡紙（加熱により発泡するインキが塗布された紙）

●感熱紙（ファックス紙、レシートなど） ●印画紙の写真、インクジェット写真プリント用紙

●感光紙（青焼きコピー紙） ●裏カーボン紙、ノーカーボン紙

●金銀など金属が箔押しされた紙（酒パックの内側に使われています）

●複合素材の紙（プラスティックフィルムやアルミ箔などを貼りあわせた物や写真アルバムなど）

●臭いの付いた紙（石けんの個別包装紙、洗剤や線香の紙箱など）

●雑がみ（紙袋、菓子箱、ティッシュペーパーの箱、トイレットペーパーの芯、はがき、名刺、ラップの箱や芯など）

●ビニールコーティングされたダンボール（ゆっくり破ってみると膜のような物が残る物）
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資源ごみ



ごみ出しＱ＆Ａ

よくある質問

なぜ指定袋で資源ごみを出すときに、特にプラスチック製容器包装を出すときも、二重袋にして

はいけないのですか？

プラスチック製容器包装については、収集後、人の手により異物が混ざっていないか確認し、

リサイクルに支障のある異物は取り除いています。このため二重袋(レジ袋などに入れた状態で

指定袋に入れること)になっていると、確認作業に支障がありますので、二重袋にせず直接青色

指定ごみ袋に入れてください。

また、ペットボトル、びん･缶については、二重袋にすると異物混入となり違反ごみとなって

しまいますので、二重袋にせず直接指定袋に入れてください。

油の容器はどのように捨てたらよいですか?

油の容器は、すすぎ洗いでは油が十分に取れないため、油汚れの取れないびん及び缶につい

ては「燃やせないごみ」、プラスチック製容器については「燃やせるごみ」として出してくだ

さい。

なお、汚れが落とせる物については、それぞれ「びん･缶」または「プラスチック製容器包装」

として出してください。

ペットボトルやプラスチック製容器包装は、一つひとつ洗って出さなければいけませんか?

ペットボトルやプラスチック製容器包装がリサイクルされるためには、汚れなどを洗い流し

て排出することが品質向上のため必要不可欠です。ひとつの容器が汚れていると一緒に出す他

の容器も汚れてしまいますので、一つひとつ洗って出してください。

粗大ごみ等受付センターの電話がつながりにくいのですが。

月曜日などの週のはじめ、年末はお申し込みが集中し、電話がつながりにくいことがありま

す。期日に余裕を持ってお申し込みください。なお、月曜日と休業日〔土・日、祝日、年末年

始(12/29～1/3)〕の翌業務日は電話受付時間を１９時まで延長しています。

また、インターネットでは２４時間お申し込みができます。

パソコン・タブレット端末の場合：市のホームページ

→粗大ごみ受け付け

携帯電話・スマートフォンの場合：下記アドレスまたは２次元コードから

お申し込みください。

URL https://www.eco.city.shimonoseki.yamaguchi.jp/www2/

リサイクルには品質が重要なので、

手作業で異物・違反ごみを取り除い

ています。

正しい分別にご協力を！

２次元コード
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戸別収集するごみ

平日/9:00～17:00 受付

月曜日・休業日の翌業務日/9:00～19:00 受付

休業日は、土・日、祝日、年末年始（12/29～1/3）です。

※電話の掛け間違えに注意してください。

（クリーン推進課では受け付けできません）

❶電話番号、住所、氏名、出すごみの種類（サイズ）、個数、自宅周辺の道路状況などをお尋ねします。

※地図の確認など受付事務に時間がかかる場合がありますが、ご了承ください。

また、月曜日などの週のはじめ、年末はお申し込みが集中し、電話がつながりにくいことがあります。

期日に余裕を持ってお申し込みください。

❷収集日、手数料の金額、受付番号などをお知らせします。

❸お申し込みが完了した時点で受付確定となります。

❹排出するごみの個数の追加や内容の変更などは収集日の３業務日前までに電話にてご依頼ください。

☎０８３-２５４-５３８０
ご み は ゼロ

粗大ごみ等受付センター

電 話 申 込

パソコン・携帯電話・スマートフォン・タブレット端末からお申し込みできます。

パソコン・タブレット端末の場合：市ホームページ → 粗大ごみ受け付け

携帯電話・スマートフォンの場合：下記アドレスまたは２次元コードからお申し込みください。

URL https://www.eco.city.shimonoseki.yamaguchi.jp/www2/

❶利用規約・お知らせ・注意事項をご確認の上、お進みください。

❷ メールアドレスを入力して、「URLを送付する」ボタンをクリックしてください。

受付センターよりメールが届きますので、メール本文のＵＲＬをクリックして申込手続きを続行してください。

❸申し込まれる粗大ごみ等の情報を入力してください。

❹受付画面が表示され、受付確定メールが即時に送信されます。

※受付番号を受付完了メールでお知らせします。

❺収集日の２日前に、収集日及び申込内容を確認するメールが送信されます。

（注）特定家庭用機器は、家電リサイクル券の説明がありますので、電話でのお申し込みのみとなります。

お申し込みの変更や取消方法

インターネットでお申し込みの方は、申込締切日（収集日の３業務日前） までは、品目と収集日の変更

ができます。電話番号と受付番号を入力して手続きを行ってください。

※申込締切日後の変更はできません。ただし、取り消しのみ前日までは可能です。

インターネット申込（２４時間受付）

２次元コード

朝８時３０分までに、「燃やせないごみ」は、燃やせないごみ用指定ごみ袋に入れて、「粗大ごみ」・「有害ごみ」

は、粗大ごみ等処理券を貼って、公道に接する出入口付近（集合住宅は１階出入口付近または住宅管理者指定

の排出場所）まで持ち出してください（市では、家の中から持ち出す作業はできません。終日かけて収集しますの

で、時間は決まっていません。また、収集時の立ち会いは必要ありません）。

※受付番号または氏名を必ず各記入欄に油性ペンでご記入ください。

収集日当日

注）事前に下記への申し込みが必要です。

※インターネット受付システムの保守作業により受け付けを

停止する場合があります。
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⦿戸別収集するごみは、「燃やせないごみ」（１５ページ）、「有害ごみ」（１６、１７ページ）、「粗大ごみ」（１８ページ）、

「特定家庭用機器」（１９ページ）で、１世帯１日につき合わせて１５点までの受け付けとなります。

⦿事前に電話またはインターネット（パソコン、携帯電話、スマートフォン、タブレット端末）でお申し込みください。

ただし、特定家庭用機器は、電話での申し込みのみとなります。

⦿ごみステーションには、出すことができません。

⦿ごみの分け方・出し方ガイドでお住まいの地区の収集日をご確認の上、収集日の３業務日（土日祝、年末年始

12/29～1/3を除く平日３日）前までにお申し込みください。２ケ月先の収集日まで選択できます。

⦿指定ごみ袋や処理券（１００円券・３００円券・５００円券）は、市内のスーパーやコンビニなどで販売しています。

⦿収集日ごとに収集可能量があります。締切日前であっても上限値を超えた収集日はお申し込みできません。

お早めにお申し込みください。



透明袋に

オレンジ色の印字

（注）指定袋以外の袋に１００円の処理券を

貼っても収集できません。

ご注意ください。

１袋につき１０㎏程度まで。

ごみの種類具体例

なべ、やかん、傘など

陶磁器、ガラス製品

ガラスくず

文具、おもちゃ

●袋の口はしっかり結んでください。

●おもちゃなどの電池類は取りはずしてください。

●スプレー缶は、「有害ごみ」で出してください。

●パソコンの回収は小型家電回収ボックスなどを

ご利用ください（詳細は４、５ページをご覧く

ださい）。

●ファスナーなどの金属が付いた衣類や布製・革

製かばんは「燃やせるごみ」です。

・カーステレオ ・懐中電灯 ・CDプレーヤ

・ゲーム機（据置型・携帯型） ・デジタルカメラ

・電気かみそり ・電子血圧計 ・電子体温計

・電子書籍端末 ・電子辞書 ・電卓 ・電動歯ブラシ

・電話機 ・ビデオカメラ ・ファクシミリ

・ヘアドライヤー ・ヘッドホン ・補聴器 ・ラジオ

など

下記の物は、小型家電回収ボックス（詳細は４ページ）
でも回収可能です（電池類ははずしてください）。

ごみの出し方

包丁、ガラスくずなどの危険な物

紙に包むなど安全な工夫をして

「キケン」または「危険」などと書く。

傘など細長い物

袋からはみ出る場合、袋の持ち手の長さまで。

持ち手を超えてはみ出す物は「粗大ごみ」で排出。

トナー（トナーカートリッジ）

粉塵爆発の危険があります。
※インクカートリッジは燃やせない

ごみで出せます。

消火器

破裂事故の危険が

ありますので、リサイ

クルシステム取り扱

い窓口に引き渡して

ください。

パソコン

リサイクル制度があるため、市では収集

していません。小型家電回収ボックスなど

をご利用ください（詳細は４、５ページを

ご覧ください）。

市では収集できないごみは入れないでください（詳細は２２ページ）。 !!
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トースター、ラジオ、炊飯器など

「燃やせないごみ」（戸別収集）は破砕処理をしています。小型家電などの電池類は、取り

はずせる物は取りはずし、取りはずせない物（３０ｃｍ角未満）は「有害ごみ」（戸別収集）

で出してください。電池類などが混入していると火災の原因となり大変危険です。

小型家電などの電池類は、正しく分別して出すようにしてください。

!



ごみの種類具体例

水銀使用廃製品(㋐)：蛍光管、

水銀体温計・温度計・血圧計

水銀使用廃製品以外(㋑)：乾電池、ライター、小型充電式電池、

モバイルバッテリー、電池類を取りはずせない小型家電(３０㎝角

未満の物のみ)、コイン型電池（型式記号ＢＲ・ＣＲのみ）、廃

エアゾール製品（各種スプレー缶・カセットボンベなど）、加

熱式タバコ、電子タバコ、珪藻土マット・コースター

原則、１袋につき１００円の処理券（有害ごみ専用の処理券はありません）が必要ですが、㋐と

㋑の組み合わせで２袋出す場合は、合計１０㎏程度までは１００円（処理券を２袋にまたぐように貼

付）で出せます。

出し方とごみ処理手数料
４５リットル以内の透明または半透明の袋（指定ごみ袋はありません）

ごみの種類及び袋への入れ方
水銀使用廃製品（㋐）と水銀使用廃製品以外（㋑）はそれぞれ別の袋に入れてください。

㋐のみ、または㋑のみしかない場合でも１袋につき１００円の処理券が必要です。

㋐水銀使用廃製品
蛍光管（①）、

割れた蛍光管（②）、

水銀体温計・温度計・血

圧計（③）、

割れた水銀体温計・温度

計・血圧計（④）

のうち、②～④はそれぞれ

中身が見える袋に入れた上、

①とともに一つの袋（㋐）に

まとめてください。

㋑水銀使用廃製品以

外
珪藻土マット、珪藻土コース

ターなど（⑤）、

乾電池、ライター、小型充電

式電池など（⑥）

⑤のみを中身が見える袋に

二重に入れた上、⑥ととも

に一つの袋（㋑）にまとめて

ください。

●袋の口はしっかり結んでください。長い蛍光管は、袋からはみ出してもよいですが、紙に包むなど

割れないようにしてください。

●白熱灯・LED電球・点灯管は「燃やせないごみ」（戸別収集）です。

●電子体温計、アルコール温度計、電子血圧計は「燃やせないごみ」（戸別収集）です。

●コイン型電池及び小型充電式電池は、火災を防ぐために端子部を電気絶縁用ビニールテープで覆って

ください。

●型式記号BR・CR以外のコイン型電池及びボタン電池は、販売店にご相談ください。

●スプレー缶は、中身を使い切り、穴をあけずに出してください。中身を使い切るためにスプレーを噴

射する場合は、火の気のない、風通しの良い場所で行ってください。
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※珪藻土マット・コースターなどを排出する場合、紙で包まず、中身が見える袋に入れ、口を縛るなど封をしてください。
その上で、再度、袋に入れて（二重袋）、口を縛るなど封をしてください。他の水銀使用廃製品以外と合わせて排出する

場合は、二重袋にした珪藻土マットなどを、他の水銀使用廃製品以外とともに一つの袋にまとめてください。

㋐ ㋑



１．回収対象となる小型充電式電池にはどんな物がある？

右記のマークがある物です。

これら以外の小型充電式電池は収集できません。

販売店などにご相談ください。

なお、電池類を取りはずせない３０cm角未満の小型家電も回収対象です。

使用機器例：充電式シェーバー 電子タバコ 電動歯ブラシ ビデオカメラ

２．コイン型電池及び小型充電式電池の端子部の電気絶縁用ビニールテープの覆い方は？

ガムテープやセロテープでは絶縁できませんので、電気絶縁用ビニールテープをご使用

ください。

（絶縁の例）

３．スプレー缶は、穴をあけたり、つぶしたりしたら、「びん・缶」の指定袋に入れていいの？

穴をあけても、つぶしても「びん・缶」の黄色指定ごみ袋では出せません。

また、「燃やせないごみ用指定ごみ袋」でも出さないでください。

いずれも違反ごみになります。

いずれの袋で出しても

違反ごみです
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４．スプレー缶の中身が残っているけど、そのまま出して大丈夫？

中身が残っている場合は、収集できません。必ず中身を使い切ってください。

間違った出し方をすると、ごみ収集車やごみ処理施設での火災発生につながるおそれがあります。

本体が錆びたり、噴射口が壊れたりしてガス抜き自体ができない、

中身を出し切れない場合は、各メーカーにお問い合わせください。

ガス抜き自体はできるが、中身が多すぎて使い切れない場合などは、

下記にお問い合わせください。

○カセットボンベの場合

0120-14-9996（カセットボンベお客様センター）

FAX 03-6811-7351

○各種スプレー缶の場合

☎ 03-5207-9850（一般社団法人 日本エアゾール協会）

FAX 03-3256-3315

乾電池はそのまま

排出可能です。

電気絶縁用ビニール

テープで覆う必要は

ありません。



ごみ処理手数料
申し込みの際に確認した金額の処理券を一品ごとに貼る。

※処理券の種類 １００円・３００円・５００円（組み合わせ可）

※処理券は、市内のスーパーやコンビニなどで販売しています。
粗大ごみを出す場合は、申し込みの後に「処理券」を購入するようにしてください。

ごみ出し日はごみの分け方・出し方ガイドでご確認ください。

ごみの種類具体例

【注意！】除湿機などのフロンガス使用製品は市では収集できません

除湿機

〇間違えて排出しやすいフロンガス使用製品

除湿機、冷風機、空気清浄機などに使われるフロン

ガスの処理は、フロン排出抑制法に基づきフロンガス

回収業者による回収・処理が行わています。フロンガ

スが抜かれた場合であっても市では収集できません。

〇フロンガス使用有無の見分け方

製品の側面や背面の銘板や取扱説明書の仕様書など

に以下のような記載があります（製造年によって記

載のない物もあります。ご注意ください）。

・ＣＦＣ、ＨＣＦＣ、ＨＦＣ、Ｒ１２、Ｒ１３４aなど

〇フロンガス使用製品を処分するときは

除湿機などを処分する場合、次のいずれかの方法で処分をお願いします。

１．製造メーカーや販売店での下取りや有料回収サービスなどを利用する。

２．県に登録された業者に処分を依頼する（リンク先参照）。

〈県HP〉https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/38/20631.html(県に登録のある第一種フロン類充填業者一覧表）

３．県に登録を有する第一種フロン類充填業者に依頼してフロンガスを抜いた後、フロンガスが回収済みであることが

分かる証明書類を添えて、市の処理施設に直接搬入する。（お問い合わせ先 市の環境施設課 ☎083-252-1943）

（参考例：銘板）

フロンガスが使用されている除湿機
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●指定ごみ袋（４５リットル程度）に入らない物及び１０㎏を超える物（重さが明確な物については１０㎏以上

の物）が対象です（排出方法、手数料などは１４、２０、２１ページをご覧ください）。

●概ね５０㎏以上の物は市では収集できません。自ら市の施設に搬入するか、市が許可している一般廃棄物

収集・運搬許可業者へ依頼してください（２３ページをご覧ください）。

●エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機については、家電リサイクル法の定めるところ

により特定家庭用機器として扱われますのでご注意ください（１９ページをご覧ください）。

●自己搬入の際は、環境施設課、奥山工場、吉母管理場またはクリーンセンター響にお問い合わせください

（２４ページをご覧ください）。

●一度に多量の申し込みは、効率的な収集に支障をきたすため、収集日を確認の上、計画的な申し込みにご

協力ください。一度に申し込める数は、「有害ごみ」「燃やせないごみ」（戸別収集）を含めて一世帯１

日につき１５点までです。

●電動自転車や充電式家電・工具のうちバッテリーのはずせる物は必ずバッテリーを取りはずしてからお出

しください（回収対象のバッテリーは、１７ページの「小型充電式電池」のマークがある物に限ります。

それ以外の物は販売店またはメーカーにお問い合わせください）。

※銘板に記載がない場合がありますので、

取扱説明書もご確認ください。

「粗大ごみ」（戸別収集）は破砕処理をしています。小型家電などの電池類は、取りはず

せる物は取りはずし、取りはずせない物（３０ｃｍ角未満）は「有害ごみ」（戸別収集）

で出してください。電池類などが混入していると火災の原因となり大変危険です。

小型家電などの電池類は、正しく分別して出すようにしてください。

!

家具・寝具・建具類、板状の物、板状の物を丸めた物、立体形状の物 など



家電リサイクル法の対象品目

●事業所で使用されている家庭用機器は、家電リサイクル法の対

象ですが、戸別収集や市の施設での受け付けはできません。

●業務用機器は家庭で使用していても、家電リサイクル法の対象外

です。販売店またはメーカーなどにお問い合わせください。

●概ね５０㎏以上の物は市では収集できません。販売店にご相談くだ

さい。分解・解体した物も収集できませんので、絶対に分解・解

体しないでください。

リサイクル料金検索、指定引取場所検索、

対象機器の確認に関するお問い合わせ先

（一財）家電製品協会

家電リサイクル券センター
０１２０－３１９６４０

FAX ０３－３９０３－７５５１

受付時間：午前９時～午後６時

定休日：日・祝日

URL：https://www.rkc.aeha.or.jp/

①リサイクル料金

（再商品化等料金）

・郵便局でリサイクル料金の振り込

みをしてください。

・リサイクル料金は目安です。

メーカーごとに異なるため、郵便

局にてご確認ください。

・リサイクル料金を振り込みした後

の家電リサイクル券が必要にな

ります。

・家電リサイクル券は直接貼り付け

ず、中身の確認できる透明または

半透明の袋に入れて対象機器に

貼り付けてください。

②粗大ごみ等処理手数料

・スーパーやコンビニなどで、処理

券をご購入ください。

・電話での申し込みのみとなります。

インターネットでは受け付けること

ができません。

③収集運搬料金

・費用は、業者ごとに異なりますの

で、ご確認ください。

①②③の補足説明

家電リサイクル法により、下記対象品目の適切な引き渡しとリサイクル料金の

支払いが定められています。

県に登録のある第一種フロン類充填業者一覧表）
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処分方法及び負担する費用

①リサイクル料金
(再商品化等料金)

②粗大ごみ等
   処理手数料

③収集運搬料金

○ ○

  市に戸別収集申し込みする
  場合（申し込みは電話のみ） ○ ○

  一般廃棄物収集・運搬許可
  業者に依頼する場合 ○ ○

○

○

○

  ４．リネットジャパンリサイクル㈱に回収依頼をする場合
      （インタ－ネット申し込みのみ）
        リサイクル券の用意（郵便局での振込）
       は必要なく、法定リサイクル料金＋地域別
       の収集運搬料金の現金支払いで、ご自宅
       の設置場所から搬出可能です。
          正しい許可を持った配送業者が回収し、
       法律に基づいて適正に処理します。
 

       インターネット申込アドレス  https://www.sg-renet.jp

処
分
方
法

負担する費用

　１．引き取り義務のある販売店での引き取りの場合
　　    過去に購入した販売店、新たに購入する販売店

  ２．１.の引き取り義務の
　　  ある販売店がない場合

  ３．自ら搬入される場合
       【搬入場所】 　○岡山県貨物運送㈱　下関営業所
 　　　　　　                 下関市長府才川一丁目４３-８１
　　　　　　　                ☎０８３－２４８－３５０１
                         ○日本通運㈱　下関指定引取場所
　　 　　　　                 下関市東大和町二丁目６-２
　　　　　　　                ☎０８３－２６６－０２０２
　  ※定休日などもありますので、事前にご確認ください。

※郵便局での振

り込みではなく、

配送業者への現

金支払いとなり

ます。

対象品目
②粗大ごみ等
処理手数料

３，５００円

画面サイズが
１５型以下

１，８７０円

画面サイズが
１６型以上

２，９７０円

内容量が
１７０L以下

３，７４０円

内容量が
１７１L以上

４，７３０円

２，５００円

（１台当たりの料金）

２，５００円

３，５００円

２，５３０円

①リサイクル料金（税込）の
目安（郵便局で振込）

９９０円
エアコン

（建物から

独立したもの）

テレビ（ブラウン管式・

液晶式・プラズマ式・

有機ＥＬ式）

冷蔵庫及び冷凍庫

洗濯機及び

衣類乾燥機

(室内機・室外機を合わせた料金

です。室内機のみ、室外機のみ
など、単体でも同額です）



ポイント
●ごみを出す時の形でサイズを測ってください（収集する時にサイズを確認します）。

※必ずサイズを測った後に申し込みをしてください。

●１０㎏程度で、燃やせないごみ用指定ごみ袋に入る大きさの物は、「燃やせないごみ」です。

１つあたりの重さが明確で、かつ１０㎏以上の物は、「粗大ごみ」です。

●概ね５０㎏以上の物は市では収集できないごみです。

●戸別収集するごみは、公道に接する出入口付近（集合住宅は１階出入口付近または住宅管理

者指定の排出場所）まで持ち出してください。排出できない場合は、市では収集できません。

なお、市では、家の中から持ち出す作業はできません。

指定袋などに印刷している目盛のご利用を

平成２５年４月から指定袋の一部（燃やせるごみ用〈大〉〈中〉、燃やせない

ごみ用）に目盛（１目盛５cm）が付いていますので、サイズを測る際に、ご

利用ください。
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幅15㎝以上
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区 分 品目・規格 単 位

バッテリー バッテリー（小型蓄電池を除く） 個 1,000 円

ホイール ホイール 本 300 円

マッサージチェア マッサージチェア 台 1,000 円

電動リクライニングチェア 電動リクライニングチェア 台 700 円

金庫 金庫（手提げ金庫を除く） 台 1,000 円

１０kg以上２０kg未満の物 個 300 円

２０kg以上３０kg未満の物 個 500 円

３０kg以上４０kg未満の物 個 700 円

４０kg以上５０kg未満の物 個 1,000 円

３辺の和が１５０cm未満の物（樹脂製の物に限る） 台 100 円

３辺の和が２００cm未満の物（上記の物を除く） 台 300 円

３辺の和が２００cm以上３００cm未満の物 台 500 円

３辺の和が３００cm以上４００cm未満の物 台 700 円

３辺の和が４００cm以上の物 台 1,000 円

天板の縦横２辺の和が２００cm未満の物 台 500 円

天板の縦横２辺の和が２００cm以上の物 台 700 円

天板の縦横２辺の和が１５０cm未満の物 台 300 円

天板の縦横２辺の和が１５０cm以上２５０cm未満の物 台 500 円

天板の縦横２辺の和が２５０cm以上の物 台 700 円

座面（肘掛けを含む）の幅が１００cm未満の物 脚 300 円

座面（肘掛けを含む）の幅が１００cm以上１５０cm未満の物 脚 500 円

座面（肘掛けを含む）の幅が１５０cm以上の物 脚 700 円

ベビー 台 300 円

シングル・セミダブル 台 500 円

ダブル 台 700 円

クイーン以上 台 1,000 円

布団・マットレス（厚みが１０cm未満の物） 枚 100 円

マットレス（厚みが１０cm以上の物） 枚 300 円

スプリングマットレス（脚つきの物を含む） 台 700 円

６畳までの物 枚 300 円

６畳を超え１２畳までの物 枚 500 円

１２畳を超える物 枚 700 円

網戸・障子・ふすま 網戸・障子・ふすま 枚 100 円

半畳（厚みが５cm未満の物） 枚 100 円

１畳（厚みが５cm未満の物） 枚 300 円

半畳（厚みが５cm以上の物） 枚 300 円

１畳（厚みが５cm以上の物） 枚 500 円

自転車 台 300 円

電動自転車（バッテリーを取り外した物） 台 500 円

一輪車 台 300 円

リヤカー 台 500 円

直径１５cm未満の物 束 100 円

直径１５cm以上２５cm未満の物 束 300 円

縦横２辺の和が２００cm未満の物 枚 100 円

縦横２辺の和が２００cm以上３００cm未満の物 枚 300 円

縦横２辺の和が３００cm以上の物 枚 500 円

３辺の和が２００cm未満の物 個 300 円

３辺の和が２００cm以上３００cm未満の物 個 500 円

３辺の和が３００cm以上４００cm未満の物 個 700 円

３辺の和が４００cm以上の物 個 1,000 円

燃やせないごみ １袋につき１０㎏程度まで ※ 100 円

有害ごみ １袋（４５ℓ以下）につき１０㎏程度まで 100 円

※燃やせないごみの処理手数料は指定ごみ袋（１袋１００円）に含まれています。

輸送器具

ベッド（ベッドフレーム）

寝具・
カーペット類

寝具・スプリングマットレス

絨毯・カーペット類
（ウッドカーペット・ホットカーペットを含
む）

建具・畳類
畳・ユニット畳・琉球畳

分類 処理手数 料

粗大ごみ

特殊な処理を
行う物など

重さが明確な物

家具類

タンス・棚・箱・ロッカー・台類

学習机・事務用机

上記の分類に
該当しない物、
または分解して
排出する物

幅１５cm未満の物を束ねた物、または板
状の物を丸めた物（１０kg以内・３．５m以
内の物）

板状の物（幅が１５cm以上で厚みが
５cm未満の物）

立体形状の物

テーブル類

イス類

自転車・
輸送器具

自転車類



●タイヤ ●フロンガス含有品（除湿機、冷風機など） ●パソコン ●コンプレッサー

●FRP船 ●アスベスト含有物（建材など） ●感染性廃棄物（注射器など） ●温水器

●オートバイ・原動機付自転車・自動車・エアバッグ内蔵部品 ●ガスボンベ類 ●電動ベッド

●シニアカー ●消火器 ●石油類・液状の可燃性の油脂類 ●仏壇、仏具、神具、墓石等

●オルガン（電子オルガン含む） ●ピアノ（電子ピアノ含む） ●トナー（トナーカートリッジ）

●塗料（ラッカー・シンナーなど） ●農機具類 ●劇薬・農薬 ●グラスウール（断熱材など）

●PCB使用部品（照明器具の安定器など） ●ボタン電池・コイン型電池（型式記号BR・CR以外）

●液体（液体の入った容器を含む） ●火薬類 ●ソーラーパネル ●ポータブル電源 など

下記の物は販売店または専門業者へ処理を依頼してください

●概ね５０kg以上の物

●商店、病院、会社、飲食店などの事業所から出る事業系一般廃棄物

（産業廃棄物の取り扱いは異なります）

●引越の時に出る多量のごみ

自ら市の施設へ持ち込むか、市が許可している一般廃棄物収集・

運搬許可業者へ処理を依頼してください

ごみの不法投棄は犯罪です！
事業所から出たごみは、ごみステーションにも

出すことはできません

ダメ！
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市では収集できないごみ

㈱消火器リサイクル推進センター ☎03-5829-6773 https://www.ferpc.jp/
※消火器の処分は（一社）日本消火器工業会が、地域の販売代理店などと協力して行っています。

■消火器

二輪車リサイクルコールセンター ☎050-3000-0727 https://www.jarc.or.jp/motorcycle/
※二輪車リサイクルシステムの参加事業者が国内で販売した二輪車が対象です。

■二輪（オートバイ・原動機付自転車）

一般社団法人 JBRC ☎03-6403-5673 https://www.jbrc.com/general/recyecle_kensaku/

■小型充電式電池（ニカド電池など）

ボタン電池回収推進センター ☎0120-266-205 http://www.botankaishu.jp/m/top.php

■ボタン電池

一般社団法人 日本マリン事業協会 ☎03-5542-1202 https://www.marine₋jbia.or.jp/recycle/

■FRP船



下関・菊川・豊田地区

豊浦・豊北地区

※令和６年３月末現在の許可業者一覧です。変更されることがありますので、ご注意

ください。最新の情報は、廃棄物対策課（☎252-7152）にお問い合わせください。

携帯電話からかけられる際は、市外局番（０８３）の確認をお願いします。
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一般廃棄物収集・運搬許可業者

業　者　名 電話番号 所　在　地 備　　　考

(有)新生メンテナンス工業所 222－8322 椋野町一丁目28－22

(有)関清 252－2808 武久町二丁目80－16

(有)関門清掃センター 222－9989 羽山町22－10

松田清掃(株)  248－4327 長府扇町3－38

(有)伊村清掃 258－4733 横野町四丁目2－23

(株)三協クリーナー  261－5039 彦島迫町一丁目19－20

(有)ヒロモト  248－4321 ゆめタウン2－12

(株)エコプラン 250－3700 綾羅木本町七丁目17－13

(資)竹田商店  267－1455 東大和町二丁目1－3

(資)響産業 257－0564 秋根東町2－28

AAAAAAAAAA(Aアリガ10トウ)
アトしまつ・ゴミプロ処分場三国.ｊｐ

267－8549 大和町二丁目14

(株)張山設備工業所  266－0720 彦島江の浦町二丁目19－21

(有)ミユキ産業  265－2298 川中豊町五丁目8－15

(株)𠮷村商店  258－1688 大字福江494

(有)藤野衛生工業所 223－4856 元町4－9

(有)ニシモト 232－5800 大坪本町26－16

(株)グローバル 253－6602 幡生宮の下町24－12

下関ビルサービス(株) 231－6000 上田中町一丁目9－3

(同)村上商店 253－2289 稗田中町11－11

総合管財(株)  256－5271 秋根本町二丁目6－22

(有)垣原商店 266－2988 大和町二丁目9－22

(有)ヤマウチ 767－0530 豊田町大字日野15－1 ペットボトル、ガラスびん等に限る

(有)豊原商会 766－1862 豊田町大字矢田471

(有)環境コンサルタント 766－3464 豊田町大字中村213－5

(株)青松商店  227－2226 椋野町一丁目25－19

(株)ヤマト  248－0357 長府扇町7－9 家庭系粗大ごみに限る

業　者　名 電話番号 所　在　地 備　　　考

(有)伊村清掃 258－4733 横野町四丁目2－23 事業系一般廃棄物に限る

(有)ヒロモト 248－4321 ゆめタウン2－12

(株)エコプラン 250－3700 綾羅木本町七丁目17－13

(有)髙木産業 282－1665 小月西の台3－17 事業系一般廃棄物に限る

大村産業建設(株) 223－8151 向洋町三丁目2－12 事業系一般廃棄物に限る

(株)青木建設  282－2535 清末千房三丁目6－15 事業系一般廃棄物に限る

滝部運送(株) 782－1223 豊北町大字滝部872－7

西部工輸(株) 256－1121 大字小野416－１ 事業系一般廃棄物に限る

(株)平山商店  774－0751 豊浦町大字小串1373－1

(株)環境ロジテック 785－0567 豊北町大字粟野3627－1

(株)ヤマト 248－0357 長府扇町7－9

(有)共立産業 776－0155 豊浦町大字宇賀7430－27



一般廃棄物処理手数料

１００㎏までごとに５２０円

産業廃棄物処分費用

１００㎏までごとに１，５６０円

※各施設で料金を精算します。

なお、指定袋に入っていても、上記の手数料が必要となります。

※上記手数料は、令和６年３月１日時点の額です。
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市の処理施設

●ごみの収集時と直接搬入時では分別の取り扱いが異なる部分がありますので、

事前に環境施設課（☎083-252-1943）までご連絡ください。

☎

☎ ０８３－２５７－５３１１

①生ごみ ②繊維類 ③紙くず ④草

⑤木くず ⑥家具（ガラスや鏡ははずす）

⑦ビニール類（１ｍ以内に切断）

⑧軟質プラスチック類

可燃ごみ受付

下関市大字井田字桑木１０３７８番地奥山工場

【搬入時の分別】

１

０８３－２８６－２８０３

①ソファ・ベッド・マットなど （スプリング入り）

②ガラス・陶磁器 ③がれき類

④金属くず ⑤家電製品（一部を除く）

⑥自転車 ⑦乾電池 ⑧硬質プラスチック類

不燃ごみ受付

下関市大字吉母字舟頭１０３３２番地１

吉母管理場

【搬入時の分別】

２

０８３－７７６－０３２１☎

【搬入時の分別】

一般廃棄物のみ搬入可能

下関市豊浦町大字宇賀１３５２８番地１２

クリーンセンター響

一般廃棄物のみ搬入可能

３

２ １

３

１

奥山工場

吉母管理場

３
クリーンセンター響

２



有害ごみ㋐：水銀使用廃製品　有害ごみ㋑：水銀使用廃製品以外

音順 品　　目 備　　考

あ アームスタンド 蛍光管は取り除く　10kgを超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

アイロン、アイロン台 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

アコーディオンカーテン

アタッシュケース 中身を取り除き開錠した状態で出す　袋に入らない物は粗大ごみ

アダプター

圧力鍋

油（燃料類、危険物を除く） 固形化するか、新聞紙などに染み込ませる

油の容器（びん・缶）

油の容器（プラスチック製）

雨戸、雨どい

編み機 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

網戸（網のみ）

網戸（サッシ・枠を含む） 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

アルバム 留め具をはずせば燃やせるごみ

アルミガード（台所用）

アルミ缶(飲料・食品用) 錆びた物や汚れの取れない物は燃やせないごみ

アルミサッシ 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

アルミシート（保温・防寒用)

アルミ製なべ

アルミ箔なべ(鍋焼きうどん用など）

アルミホイル(アルミ箔)

泡立て器

安全ピン 新聞紙などに包んで注意書きをするなど安全な工夫を

アンテナ(パラボラを含む) 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

アンプ 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

い 石（アパート・マンションでのプランター使用に限る） 土、砂、石は一緒に指定ごみ袋に入れ、他のごみは混ぜない

衣装ケース(紙・木・竹製) 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

衣装ケース(プラスチック・金属製) 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

移植ごて（小型の園芸用シャベル）

いす(木・竹製) 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

いす(プラスチック・金属製) 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

一斗缶

一輪車(ねこ車）

一輪車(遊具） 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

一升びん

一升びんのふた プラマークのある物はプラスチック製容器包装

イヤホン※ 燃やせないごみ・ 有害ごみ㋑ 電池類を取りはずし、小型家電回収ボックスなどのご利用を

衣類

入れ歯

印鑑(木製・象牙・水牛角など）

印鑑(その他）

インクカートリッジ なるべく販売店などの回収ボックスのご利用を

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

びん･缶

燃やせないごみ

燃やせないごみ

粗大ごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

分　　別

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

粗大ごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

粗大ごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

びん･缶

燃やせないごみ

※電池類を取りはずせない場合は、「有害ごみ㋑」です。
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有害ごみ㋐：水銀使用廃製品　有害ごみ㋑：水銀使用廃製品以外

音順 品　　目 備　　考分　　別

い インターホン

う ウイルス検査キット 使用済・未使用品ともに燃やせるごみ

ウインドファン(エアコンを除く) エアコンは特定家庭用機器　P19参照

植木(剪定くず） 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

植木ばさみ 新聞紙などに包んで注意書きをするなど安全な工夫を

植木鉢 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

ウエス

ウエットティッシュ

ウォッシュレット 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

浮き輪(ビニール製)

うちわ(木・竹製の骨)

うちわ(プラスチック・金属製の骨)

腕時計※ 燃やせないごみ・ 有害ごみ㋑ 電池類は取りはずす　電池の取りはずしは販売店・専門業者へご相談を　

羽毛ふとん
中身が見えるビニール袋に入れ、空気を抜き、「羽毛ふとんあり」などの貼り
紙を貼付　　袋に入らない物は粗大ごみ

ウレタンマット スプリングなどの金属が入っている物・袋に入らない物は粗大ごみ

え エアキャップ(緩衝材)

エアコン 販売店での引き取りが原則　P19参照

エアバッグ内蔵部品 市では収集不可　販売店・専門業者へご相談を

映写機(８ミリなど) 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

液晶テレビ(携帯用)※ 燃やせないごみ・ 有害ごみ㋑ 電池類は原則取りはずす

液晶テレビ 販売店での引き取りが原則　P19参照

絵の具チューブ(プラスチック製)

絵の具チューブ(金属製)

絵本

LED電球・LED蛍光灯

塩化ビニル管 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

延長コード(電源タップ)

鉛筆・色鉛筆

お オアシス(生花用）

オイルヒーター 市では収集不可　オイルを取り除いた物は粗大ごみ

王冠（びんのふた／金属製)

王冠（びんのふた／プラスチック製)

オートバイ（自動二輪） 市では収集不可　販売店・専門業者へご相談を

オーブントースター、オーブンレンジ 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

桶（おけ)(木・竹製） 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

桶（おけ)(プラスチック・金属製） 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

おしゃぶり

お玉（調理器具）

斧（おの） 新聞紙などに包んで注意書きをするなど安全な工夫を

おまる 中身は取り除く　10kgを超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

おむつ（紙・おしめ）、おむつカバー 汚物は取り除く

おもちゃ（布・木・竹製） 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

粗大ごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

プラスチック製容器包装

燃やせないごみ

特定家庭用機器

燃やせるごみ

燃やせないごみ

雑誌類

燃やせるごみ

プラスチック製容器包装

特定家庭用機器

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせるごみ

燃やせるごみ
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※電池類を取りはずせない場合は、「有害ごみ㋑」です。



有害ごみ㋐：水銀使用廃製品　有害ごみ㋑：水銀使用廃製品以外

音順 品　　目 備　　考分　　別

お おもちゃ（その他）※ 燃やせないごみ・ 有害ごみ㋑ 電池類は原則取りはずす　10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

おもり(釣具)

折込チラシ

オルガン 市では収集不可　販売店・専門業者へご相談を

オルゴール

おろし金

温水器 市では収集不可　販売店・専門業者へご相談を

温度計（水銀式）

温度計（電子式）※ 燃やせないごみ・ 有害ごみ㋑ 電池類は取りはずす

か カーステレオ 小型家電回収ボックスなどのご利用を

カーナビ※ 燃やせないごみ・ 有害ごみ㋑ 電池類を取りはずし、小型家電回収ボックスなどのご利用を

カーテン(布製）

カーテンレール

カード（キャッシュカードなど）

カーペット 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

カーラー

貝殻

懐中電灯※ 燃やせないごみ・ 有害ごみ㋑ 電池類を取りはずし、小型家電回収ボックスなどのご利用を

カイロ（使い捨て) 使用後、温度が下がってから出す

カイロ（使い捨て以外)※ 燃やせないごみ・ 有害ごみ㋑ 電池類は取りはずす

鏡（かがみ） 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

鍵（かぎ）

拡大鏡（虫眼鏡・天眼鏡など）

額縁 中身は取り除く

掛け軸

傘 P15参照

傘立て（木・竹製) 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

傘立て（その他) 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

菓子缶 30㎝角までの物 　P8参照

加湿器 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

菓子箱・中仕切り（プラスチック製)

菓子の外袋・個包装（紙製)

菓子の外袋・個包装（プラスチック製)

ガスコンロ（卓上カセットコンロ）※ 燃やせないごみ・ 有害ごみ㋑ 電池類、カセット式ガスボンベは取りはずす

ガスストーブ 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

カセット式ガスボンベ 中身を使い切り穴をあけずに出す

カセット式ガスボンベのキャップ

カセットテープ（ケースを含む）

カセットデッキ 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

カタログ

カッターナイフ 刃が露出する場合、新聞紙などに包んで注意書きをするなど安全な工夫を

カッパ（雨具）

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

びん･缶

燃やせないごみ

有害ごみ㋑

プラスチック製容器包装

燃やせないごみ

燃やせないごみ

雑誌類

プラスチック製容器包装

燃やせるごみ

プラスチック製容器包装

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせるごみ

燃やせるごみ

有害ごみ㋐

燃やせないごみ

燃やせるごみ

粗大ごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

新聞紙

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

※電池類を取りはずせない場合は、「有害ごみ㋑」です。
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有害ごみ㋐：水銀使用廃製品　有害ごみ㋑：水銀使用廃製品以外

音順 品　　目 備　　考分　　別

か カップめんの包装フィルム

カップめんの容器（紙製）

カップめんの容器（プラスチック製）

かつら

金網（魚焼き）

かなづち

金たわし

加熱式タバコ カートリッジなどの消耗品は取りはずして燃やせないごみへ

かばん

画鋲（押しピン） 新聞紙などに包んで注意書きをするなど安全な工夫を

花びん

鎌 新聞紙などに包んで注意書きをするなど安全な工夫を

紙コップ・紙皿

かみそり 新聞紙などに包んで注意書きをするなど安全な工夫を

神棚、神具 市では収集不可　販売店・専門業者へご相談を

紙筒（ラップ芯など）

紙箱（菓子・靴など）、紙袋、紙くず なるべく集団回収による古紙類回収のご利用を

紙パック

紙やすり（サンドペーパー）

カメラ※ 燃やせないごみ・ 有害ごみ㋑ 電池類を取りはずし、小型家電回収ボックスなどのご利用を

蚊帳（かや） 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

画用紙

カラーボックス
プラスチック製の物は燃やせないごみ
10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

カラオケ機器※ 燃やせないごみ・ 有害ごみ㋑ 電池類は取りはずす　10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

ガラスくず 新聞紙などに包んで注意書きをするなど安全な工夫を

ガラス食器

軽石

カレンダー 金属部分は取り除いて燃やせないごみへ

革靴、革ジャンパー

皮むき器

瓦

缶
商品が入っていた物に限る
錆びた物や汚れの取れない物は燃やせないごみ

換気扇 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

換気扇フィルター（枠あり）

換気扇フィルター（枠なし）

缶切り

乾燥機（衣類用） 販売店での引き取りが原則　P19参照

乾燥機（食器用・布団用） 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

乾燥剤

缶詰の缶 錆びた物や汚れの取れない物は燃やせないごみ

乾電池 ボタン電池・コイン型電池（型式記号BR・CRを除く）は販売店にご相談を

かんな※ 燃やせないごみ・ 有害ごみ㋑
刃が露出する物は新聞紙などに包んで注意書きするなど安全な工夫を
電動式の物は電池類を原則取りはずす

びん･缶

有害ごみ㋑

燃やせないごみ

燃やせないごみ

びん･缶

燃やせないごみ

燃やせないごみ

特定家庭用機器

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせるごみ

燃やせるごみ

燃やせるごみ

燃やせるごみ

雑誌類

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

雑誌類

プラスチック製容器包装

燃やせるごみ

プラスチック製容器包装

燃やせるごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

有害ごみ㋑

燃やせるごみ
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有害ごみ㋐：水銀使用廃製品　有害ごみ㋑：水銀使用廃製品以外

音順 品　　目 備　　考分　　別

か 感熱紙

き

キーボード（パソコン用） パソコン本体と一緒に出す場合、P4・5を参照

木くず

ギター

木槌 袋に入らない物は粗大ごみ

キッチンタイマー※ 燃やせないごみ・ 有害ごみ㋑ 電池類は取りはずす

脚立 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

救急箱（プラスチック・金属製） 中身は取り除く　木製の物は燃やせるごみ

急須

牛乳パック 店頭回収のご利用を

牛乳びん 宅配される物はなるべく販売店へ返す

教科書

鏡台（ドレッサー）

錐（きり） 新聞紙などに包んで注意書きをするなど安全な工夫を

銀紙

金庫（手提げ型で10kg以下の物） 中身を取り除き開錠した状態で出す

金庫（その他） 中身を取り除き開錠した状態で出す

金属バット 袋に入らない物は粗大ごみ

く 空気入れ コンプレッサー内蔵品は市では収集不可

空気清浄機
除湿機能付きは市では収集不可　P18参照
10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

クーラー（エアコン） 販売店での引き取りが原則　P19参照

クーラーボックス 中身は取り除く　10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

釘 新聞紙などに包んで注意書きをするなど安全な工夫を

草・花・木 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

草刈り機（エンジン式） 刃を取りはずす　燃料・オイルを取り除く

草刈り機（電動式） 刃を取りはずす　電池類は原則取りはずす

草刈り機の刃 新聞紙などに包んで注意書きをするなど安全な工夫を

串（木・竹製） 先を曲げるなど安全な工夫を

串（プラスチック・金属製） 新聞紙などに包んで注意書きをするなど安全な工夫を

薬のびん 汚れの取れない物は燃やせないごみ

薬のびんのふた プラマークのある物はプラスチック製容器包装

薬のプラスチック製容器 錠剤・カプセル剤用のシートを含む

果物ネット（みかん・リンゴなど）

靴 安全靴やスパイクシューズは燃やせないごみ

クッション
ビーズクッションはP40参照
袋に入らない物は粗大ごみ

熊手（木・竹製） 袋に入らない物は粗大ごみ

熊手（プラスチック・金属製） 袋に入らない物は粗大ごみ

クラッカー（パーティー用品） 十分に湿らせる

クリアファイル リングが付いている物は燃やせないごみ

キーボード（電子ピアノ）

市では収集不可　販売店・専門業者へご相談を　
脚を含まない本体の厚さ10cm未満の物、かつ、脚付きの物でもビ
スなどで簡単にはずせる物、簡単に折り畳める物は燃やせないご
み(10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ)　おもちゃ、キャラ
クター付きの物であれば、厚さ及び脚の有無に関わらず収集可

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせるごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

プラスチック製容器包装

プラスチック製容器包装

燃やせるごみ

燃やせないごみ

びん･缶

燃やせないごみ

燃やせるごみ

粗大ごみ

燃やせるごみ

粗大ごみ

燃やせないごみ

粗大ごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

特定家庭用機器

燃やせないごみ

燃やせるごみ

びん･缶

雑誌類

粗大ごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

粗大ごみ

※電池類を取りはずせない場合は、「有害ごみ㋑」です。
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有害ごみ㋐：水銀使用廃製品　有害ごみ㋑：水銀使用廃製品以外

音順 品　　目 備　　考分　　別

く クリーニングのポリ袋

クリスマスツリー（プラスチック製） 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

車いす 電動式の物は電池類を原則取りはずす

グラスウール（断熱材など） 市では収集不可　販売店・専門業者へご相談を

クレゾール石鹸（せっけん）液 市では収集不可　販売店・専門業者へご相談を

クレヨン

グローブ（球技用）

グローランプ（点灯管）

鍬（くわ）

軍手

け 蛍光管 袋からはみ出た場合は、購入時の外箱に入れるなど割れない工夫を

蛍光管の外箱（紙製）

珪藻土マット・コースター アスベスト入りは市では収集不可　P47参照

携帯電話 販売店へ持って行くか、小型家電回収ボックスなどのご利用を

ゲーム機（家庭用電子機器）※ 燃やせないごみ・ 有害ごみ㋑ 電池類を取りはずし、小型家電回収ボックスなどのご利用を

ゲームソフト

劇薬（劇薬の付着した容器を含む） 市では収集不可　販売店・専門業者へご相談を

化粧品のびん 汚れの取れない物は燃やせないごみ

化粧品のびんのふた（プラスチック製） 汚れの取れない物は燃やせるごみ

化粧品の容器（プラスチック製） 汚れの取れない物は燃やせるごみ

血圧計（水銀式）

血圧計（電子式）※ 燃やせないごみ・ 有害ごみ㋑ 電池類を取りはずし、小型家電回収ボックスなどのご利用を

玄関マット（布・ゴム製） 袋に入らない物は粗大ごみ

剣山 新聞紙などに包んで注意書きをするなど安全な工夫を

原動機付自転車 市では収集不可　販売店・専門業者へご相談を

こ 碁石

工具箱

ゴーグル

コードリール

コーヒーの容器（びん・缶） 紙製の内ぶたは燃やせるごみ

コーヒーの容器のふた（プラスチック製） 

コーヒーメーカー

氷枕

固形燃料

ござ 袋に入らない物は粗大ごみ

こたつ 天板含む

こたつ布団 袋に入らない物は粗大ごみ

コップ（使い捨てでない物） 

琴

碁盤（木製） 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

碁盤（プラスチック製） 

ごみペール 袋に入らない物は粗大ごみ

有害ごみ㋐

有害ごみ㋐

燃やせるごみ

有害ごみ㋑

有害ごみ㋑

プラスチック製容器包装

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせるごみ

燃やせるごみ

粗大ごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

びん･缶

プラスチック製容器包装

燃やせないごみ

燃やせないごみ

粗大ごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

粗大ごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

びん･缶

プラスチック製容器包装

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

粗大ごみ

燃やせるごみ
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※電池類を取りはずせない場合は、「有害ごみ㋑」です。



有害ごみ㋐：水銀使用廃製品　有害ごみ㋑：水銀使用廃製品以外

音順 品　　目 備　　考分　　別

こ ゴム手袋・ゴム長靴

ゴムホース 1メートル以下に切る

米びつ 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

米袋（紙・布製） 

米袋（プラスチック製） 

コルク栓

コルク抜き 新聞紙などに包んで注意書きをするなど安全な工夫を

ゴルフクラブ

ゴルフバッグ

ゴルフボール

コンクリートブロック

コンタクトレンズ

コンパス（製図用・方位用） 

コンプレッサー 市では収集不可　販売店・専門業者へご相談を

コンポ（コンポーネントステレオ） 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

さ 座椅子 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

在宅医療廃棄物 P7参照

サイドボード

財布

裁縫箱（プラスチック製） 中身は取り除く　木製の物は燃やせるごみ

魚焼き器 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

酒パック

酒パックのキャップ

酒びん（カップ酒のびんを含む）

酒びんのふた プラマークのある物はプラスチック製容器包装

座卓

サッカーボール なるべく空気を抜いて出す

サッシ 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

雑誌

殺虫剤のスプレー缶 中身を使い切り穴をあけずに出す

殺虫剤（家庭園芸用）の容器（びん） 汚れの取れない物は燃やせないごみ

殺虫剤（家庭園芸用）の容器（プラスチック製） 汚れの取れない物は燃やせるごみ

座布団

皿（紙・木・竹製） 

皿（その他） 

サラダ油 固形化するか、新聞紙などに染み込ませる

ざる（木・竹製） 袋に入らない物は粗大ごみ

ざる（プラスチック・金属製） 袋に入らない物は粗大ごみ

三角コーナー

三脚 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

サングラス

酸素ボンベ 市では収集不可　スプレー缶の場合は有害ごみ㋑

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせるごみ

プラスチック製容器包装

燃やせないごみ

燃やせるごみ

プラスチック製容器包装

びん･缶

燃やせないごみ

粗大ごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

粗大ごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

有害ごみ㋑

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

粗大ごみ

粗大ごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

びん･缶

燃やせるごみ

燃やせるごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

プラスチック製容器包装

燃やせるごみ

燃やせないごみ

雑誌類

※電池類を取りはずせない場合は、「有害ごみ㋑」です。
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有害ごみ㋐：水銀使用廃製品　有害ごみ㋑：水銀使用廃製品以外

音順 品　　目 備　　考分　　別

さ サンダル

サンドペーパー（紙やすり） 

三輪車 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

し CD（ケースを含む） 

CDプレーヤ※ 燃やせないごみ・ 有害ごみ㋑ 電池を取りはずし、小型家電回収ボックスなどのご利用を

シェーバー※ 燃やせないごみ・ 有害ごみ㋑ 電池類を取りはずし、小型家電回収ボックスなどのご利用を

磁気マットレス

仕切り（紙・木・竹製） 

仕切り（プラスチック製） 

磁石

辞書・辞典 箱は燃やせるごみ

室内物干し 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

自転車 警察署もしくは交番で防犯登録の抹消を

自転車のタイヤ 市では収集不可　販売店・専門業者へご相談を

自転車のチューブ

自動車 市では収集不可　販売店・専門業者へご相談を

竹刀

シャープペンシル

シャープペンシルの芯の容器

写真

シャベル 袋に入らない物は粗大ごみ

しゃもじ（木・竹製） 

しゃもじ（プラスチック製） 

シャンデリア 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

シャンプー容器（プラスチック製） 詰め替え用商品の容器を含む　汚れの取れない物は燃やせるごみ

週刊誌

ジューサー（ミキサー）※ 燃やせないごみ・ 有害ごみ㋑ 電池類は原則取りはずす

じゅうたん 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

充電器 小型家電回収ボックスなどのご利用を

充電式電池 端子部を電気絶縁用ビニールテープで覆う　対象電池はP17参照

収納ケース（プラスチック製） 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

手指消毒液の容器（プラスチック製）

ジョイントマット

消火器 市では収集不可　販売店・専門業者へご相談を

定規（木・竹製） 袋に入らない物は粗大ごみ

定規（プラスチック・金属製） 袋に入らない物は粗大ごみ

将棋の駒（木・骨製） 

将棋の駒（プラスチック製） 

将棋盤（木製） 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

将棋盤（プラスチック製） 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

障子 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

浄水器

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

プラスチック製容器包装

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

有害ごみ㋑

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

プラスチック製容器包装

雑誌類

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

粗大ごみ

燃やせるごみ

粗大ごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

粗大ごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

雑誌類

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

プラスチック製容器包装
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※電池類を取りはずせない場合は、「有害ごみ㋑」です。



有害ごみ㋐：水銀使用廃製品　有害ごみ㋑：水銀使用廃製品以外

音順 品　　目 備　　考分　　別

し 照明器具 蛍光管は取り除く　10kgを超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

しょうゆ入れ（弁当付属の物） 汚れの取れない物は燃やせるごみ

しょうゆ入れ（卓上用） 

しょうゆの容器（びん） 

しょうゆの容器（ペットボトル） 汚れの取れない物は燃やせるごみ

じょうろ

除菌シート

除菌シートの外袋・容器（プラスチック製）

食品トレイ 汚れの取れない物は燃やせるごみ

除湿機 市では収集不可　P18参照

除湿・乾燥剤（石灰・シリカゲルなど） 

除湿剤の容器のふた（紙製） 

除湿剤の容器（プラスチック製） 水を溜めるタイプの容器を含む

書籍 箱は燃やせるごみ

書棚

食器 紙・木・竹製の物は燃やせるごみ

食器乾燥機 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

食器棚

シリカゲル（除湿・乾燥剤） 

シリコン製品（キッチン用品など）

人工芝

シンナー 市では収集不可　販売店・専門業者へご相談を

新聞紙

新聞の折込広告

す 水槽 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

水中メガネ

水筒（魔法瓶・ジャグを含む） 

炊飯器

スーツケース 中身を取り除き開錠した状態で出す

スキー板

スキーウェア（グローブ・手袋を含む） 

スキー靴

スケート靴

スケートボード 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

スケッチブック 金具は取りはずして燃やせないごみへ

スコップ 袋に入らない物は粗大ごみ

硯（すずり）

すだれ 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

スタンドミラー

スタンプ台

スチール缶 錆びた物や汚れの取れない物は燃やせないごみ

ステレオセット 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

新聞紙

新聞紙

燃やせないごみ

びん･缶

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

雑誌類

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

粗大ごみ

燃やせないごみ

プラスチック製容器包装

燃やせないごみ

びん･缶

粗大ごみ

粗大ごみ

燃やせるごみ

プラスチック製容器包装

雑誌類

粗大ごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

粗大ごみ

ペットボトル

燃やせないごみ

プラスチック製容器包装

燃やせるごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

プラスチック製容器包装

※電池類を取りはずせない場合は、「有害ごみ㋑」です。

33



有害ごみ㋐：水銀使用廃製品　有害ごみ㋑：水銀使用廃製品以外

音順 品　　目 備　　考分　　別

す ストロー

砂（アパート・マンションでのプランター使用に限る） 土、砂、石は一緒に指定ごみ袋に入れ、他のごみは混ぜない

砂時計

スノーボード

すのこ（木製） 袋に入らない物は粗大ごみ

すのこ（プラスチック・金属製） 袋に入らない物は粗大ごみ

スピーカー 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

スプーン（紙・木・竹製） 

スプーン（プラスチック・金属製） 

スプリングマットレス 処理手数料（1台）700円　　P21参照

スプレー缶 中身を使い切り穴をあけずに出す

スプレー缶のキャップ（プラスチック製） 

ズボンプレッサー

炭 十分に湿らせる

スリッパ

すり鉢

スレート（瓦・波板など） 市では収集不可　販売店・専門業者へご相談を

せ 石油ストーブ、石油ファンヒーター※ 燃やせないごみ・ 有害ごみ㋑ 燃料、電池類は取り除く　10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

石油ポンプ※ 燃やせないごみ・ 有害ごみ㋑ 燃料は取り除く、電動式の物は電池類も取り除く

石膏ボード 市では収集不可　販売店・専門業者へご相談を

接着剤の容器（金属製) 

接着剤の容器（プラスチック製) 

セロハンテープ台

洗剤の容器（紙製） 

洗剤の容器（プラスチック製） 詰め替え用商品の容器を含む　汚れの取れない物は燃やせるごみ

扇子（木・竹製の骨） 

扇子（プラスチック・金属製の骨） 

洗濯機 販売店での引き取りが原則　P19参照

洗濯ばさみ

洗濯干し 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

剪定くず 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

剪定ばさみ 新聞紙などに包んで注意書きをするなど安全な工夫を

栓抜き

扇風機 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

洗面器

洗面台

そ 造花（紙・布製) 

造花（その他) 

双眼鏡

掃除機※ 燃やせないごみ・ 有害ごみ㋑ 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ　充電式は電池類を取りはずす

ソースの容器（びん） 汚れの取れない物は燃やせないごみ

ソースの容器（プラスチック製） 汚れの取れない物は燃やせるごみ

燃やせないごみ

プラスチック製容器包装

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

粗大ごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

特定家庭用機器

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

プラスチック製容器包装

燃やせるごみ

粗大ごみ

燃やせるごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

びん･缶

燃やせるごみ

燃やせないごみ

粗大ごみ

有害ごみ㋑

プラスチック製容器包装

粗大ごみ

燃やせるごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ
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※電池類を取りはずせない場合は、「有害ごみ㋑」です。



有害ごみ㋐：水銀使用廃製品　有害ごみ㋑：水銀使用廃製品以外

音順 品　　目 備　　考分　　別

そ ソファー

ソーラーパネル 市では収集不可　販売店・専門業者へご相談を

そろばん（木製） 

そろばん（その他） 

た 体温計（水銀式） 

体温計（電子式） ※ 燃やせないごみ・ 有害ごみ㋑ 電池類を取りはずし、小型家電回収ボックスなどのご利用を

体重計（ヘルスメーター） ※ 燃やせないごみ・ 有害ごみ㋑ デジタル式は電池類を取りはずす

耐熱食器 シリコン製を含む

タイヤ 市では収集不可　販売店・専門業者へご相談を

タイヤチェーン 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

タイル

ダイレクトメール 封筒を含む

タオル（タオルケットを含む) 

高枝ばさみ 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

畳

卓球台

卓球ラケット

脱臭剤の容器（プラスチック製) 

タッパーウェア（プラスチック製保存容器） 

タブレット端末 販売店へ持って行くか、電池類を取りはずし、小型家電回収ボックスなどのご利用を

卵パック(紙製) 

卵パック(プラスチック製) 

たらい(木製） 袋に入らない物は粗大ごみ

たらい(プラスチック・金属製) 袋に入らない物は粗大ごみ

たわし（亀の子たわし) 

たわし（プラスチック・金属製) 

単行本

炭酸ガスカートリッジ

タンス

ダンベル 10㎏以上の物は粗大ごみ

ダンボール箱 必ずたたむ　ビニールコーティングされている物は燃やせるごみ

ち チェーン 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

地球儀 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

チャイルドシート 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

茶筒

茶碗

注射筒(在宅医療廃棄物) 注射針を取りはずした物に限る

注射針 市では収集不可　医療機関･販売店へご相談を

チューブ(在宅医療廃棄物) 

チューブ（タイヤチューブ） 

チューブ容器(金属製） 

チューブ容器(プラスチック製） 汚れの取れない物は燃やせるごみ

有害ごみ㋑

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせるごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

ダンボール

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

プラスチック製容器包装

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

雑誌類

粗大ごみ

燃やせないごみ

有害ごみ㋑

燃やせないごみ

燃やせるごみ

プラスチック製容器包装

燃やせるごみ

プラスチック製容器包装

燃やせるごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

粗大ごみ

粗大ごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

粗大ごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

有害ごみ㋐

※電池類を取りはずせない場合は、「有害ごみ㋑」です。
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有害ごみ㋐：水銀使用廃製品　有害ごみ㋑：水銀使用廃製品以外

音順 品　　目 備　　考分　　別

ち 彫刻刀 刃が露出する場合、新聞紙などに包んで注意書きをするなど安全な工夫を

調味料の容器（びん・缶） 汚れの取れない物は燃やせないごみ

調味料の容器（プラスチック製） 汚れの取れない物は燃やせるごみ

調味料の容器(ペットボトル） 汚れの取れない物は燃やせるごみ

チラシ(新聞折込広告) 

チラシ(新聞折込広告以外) 

ちりとり 袋に入らない物は粗大ごみ

つ 杖(木・竹製) 袋に入らない物は粗大ごみ

杖(プラスチック・金属製) 袋に入らない物は粗大ごみ

使い捨てカイロ 使用後、温度が下がってから出す

使い捨てライター

机

土（アパート・マンションでのプランター使用に限る） 土、砂、石は一緒に指定ごみ袋に入れ、他のごみは混ぜない

爪切り

釣り糸

釣竿 袋に入らない物は粗大ごみ

釣針 新聞紙などに包んで注意書きをするなど安全な工夫を

て 低周波治療器 袋に入らない物は粗大ごみ

ティッシュボックス（紙箱） 

ＤＶＤ（ケースを含む） 

ＤＶＤレコーダ※ 燃やせないごみ・ 有害ごみ㋑ 電池類を取りはずし、小型家電回収ボックスなどのご利用を

テーブル

テープレコーダ※ 燃やせないごみ・ 有害ごみ㋑ 電池類を取りはずし、小型家電回収ボックスなどのご利用を

デジタルオーディオ機器※ 燃やせないごみ・ 有害ごみ㋑ 電池類を取りはずし、小型家電回収ボックスなどのご利用を

デジタルカメラ※ 燃やせないごみ・ 有害ごみ㋑ 電池類を取りはずし、小型家電回収ボックスなどのご利用を

デジタルビデオカメラ※ 燃やせないごみ・ 有害ごみ㋑ 電池類を取りはずし、小型家電回収ボックスなどのご利用を

鉄アレイ 10㎏以上の物は粗大ごみ

鉄板（料理用） 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

テニスボール なるべく空気を抜いて出す

テニスラケット

テレビ（ブラウン管・液晶・プラズマ・有機ＥＬ） 販売店での引き取りが原則　P19参照

テレビ台

テレホンカード

電気あんか

電気温水器 市では収集不可　販売店・専門業者へご相談を

電気カーペット 袋に入らない物は粗大ごみ

電気蚊とり器（カートリッジを含む） ※ 燃やせないごみ・ 有害ごみ㋑ 電池類は取りはずす

電気カミソリ※ 燃やせないごみ・ 有害ごみ㋑ 電池類を取りはずし、小型家電回収ボックスなどのご利用を

電気スタンド 蛍光管は取り除く　10kgを超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

電気ストーブ 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

電気ポット

電気毛布 袋に入らない物は粗大ごみ燃やせないごみ

有害ごみ㋑

粗大ごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

特定家庭用機器

粗大ごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

粗大ごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

雑誌類

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

びん･缶

プラスチック製容器包装

ペットボトル

新聞紙

36
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有害ごみ㋐：水銀使用廃製品　有害ごみ㋑：水銀使用廃製品以外

音順 品　　目 備　　考分　　別

て 電球（白熱灯・ＬＥＤ） 電球型蛍光灯は有害ごみ㋐

電子オルガン（エレクトーンなど） 市では収集不可　販売店・専門業者へご相談を

電子書籍端末※ 燃やせないごみ・ 有害ごみ㋑ 電池類を取りはずし、小型家電回収ボックスなどのご利用を

電子辞書※ 燃やせないごみ・ 有害ごみ㋑ 電池類を取りはずし、小型家電回収ボックスなどのご利用を

電子ジャー

電子タバコ※ カートリッジなどの消耗品は取りはずして燃やせないごみへ

電子レンジ 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

天体望遠鏡 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

電卓※ 燃やせないごみ・ 有害ごみ㋑ 電池類を取りはずし、小型家電回収ボックスなどのご利用を

電池（乾電池） 

電池（コイン型電池　型式記号BR・CR以外） 市では収集不可　販売店・専門業者へご相談を

電池（コイン型電池　型式記号BR・CRのみ） 端子部を電気絶縁用ビニールテープで覆う

電池（充電式電池） 端子部を電気絶縁用ビニールテープで覆う　対象電池はP17参照

電池（ボタン電池） 市では収集不可　販売店・専門業者へご相談を

テント 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

電動工具※ 燃やせないごみ・ 有害ごみ㋑
電池類は原則取りはずし、10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ
コンプレッサー内蔵品は市では収集不可

電動自転車 バッテリーを取りはずす　バッテリーの処理は有害ごみ（P16・17）参照

電動歯ブラシ※ 燃やせないごみ・ 有害ごみ㋑ 電池類を取りはずし、小型家電回収ボックスなどのご利用を

電動ベッド 市では収集不可　販売店・専門業者へご相談を

天ぷら油 固形化するか、新聞紙などに染み込ませる

天ぷらガード（アルミ製） 

電話機（子機を含む）※ 燃やせないごみ・ 有害ごみ㋑ 電池類を取りはずし、小型家電回収ボックスなどのご利用を

電話帳

と ドア

樋（とい） 

砥石（といし） 

トイレコーナー

透析液のバッグ 腹膜透析の物に限る

透析液のバッグに付属するプラスチック製品 腹膜透析の物に限る

透析廃液のバッグ 腹膜透析の物に限る

トースター

時計（電子式・電気式） （腕時計は除く）※ 燃やせないごみ・ 有害ごみ㋑ 電池類を取りはずし、小型家電回収ボックスなどのご利用を

戸棚

トタン板

トナー（トナーカートリッジ） 市では収集不可　販売店・専門業者へご相談を

土鍋

ドライバー（工具） 

ドライヤー 小型家電回収ボックスなどのご利用を

トランシーバー※ 燃やせないごみ・ 有害ごみ㋑ 電池類は原則取りはずす

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

粗大ごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

有害ごみ㋑

粗大ごみ

雑誌類

粗大ごみ

粗大ごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

粗大ごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

有害ごみ㋑

有害ごみ㋑

有害ごみ㋑

電子ピアノ

市では収集不可　販売店・専門業者へご相談を　
脚を含まない本体の厚さ10cm未満の物、かつ脚付きの物でもビス
などで簡単にはずせる物、簡単に折り畳める物は燃やせないごみ
(10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ)　おもちゃ、キャラク
ター付きの物であれば、厚さ及び脚の有無に関わらず収集可

※電池類を取りはずせない場合は、「有害ごみ㋑」です。
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有害ごみ㋐：水銀使用廃製品　有害ごみ㋑：水銀使用廃製品以外

音順 品　　目 備　　考分　　別

と トランプ（紙製） 

トランプ（プラスチック製） 

鳥かご（木・竹製） 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

鳥かご（プラスチック・金属製） 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

塗料 市では収集不可　販売店・専門業者へご相談を

塗料缶

塗料スプレー缶 中身を使い切り穴をあけずに出す

トレイ（紙） 

トレイ（プラスチック製） なるべく販売店の回収ボックスのご利用を　汚れの取れない物は燃やせるごみ

トレーニング器具 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

ドレッサー（鏡台） 

トロフィー 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

どんぶり鉢

な ナイフ 新聞紙などに包んで注意書きをするなど安全な工夫を

苗ポット 汚れの取れない物・プラマークがない物は燃やせるごみ

流し台

なた 新聞紙などに包んで注意書きをするなど安全な工夫を

納豆の容器（紙製） 

納豆の容器（プラスチック製） 汚れの取れない物は燃やせるごみ

鍋（なべ） 

鍋敷き（布・木製） 

鍋敷き（その他） 

生ごみ

鉛蓄電池 市では収集不可　販売店・専門業者へご相談を

波板（なみいた） スレートは市では収集不可　販売店・専門業者へご相談を

縄 1メートル以下に切る

に 荷造りひも

入浴剤の袋（プラスチック製） 

入浴剤の容器（びん・缶） 錆びた物や汚れの取れない物は燃やせないごみ

入浴剤の容器（プラスチック製） 

人形（紙・布・木製） 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

人形（その他） 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

人形ケース 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

ぬ ぬいぐるみ 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

縫い針 新聞紙などに包んで注意書きをするなど安全な工夫を

ね ねこ車（一輪車） 

ねこ用トイレの砂

ネジ（プラスチック・金属製） 

ネックレス

寝袋 袋に入らない物は粗大ごみ

練りカラシ・練りワサビのチューブ

粘土（油・紙・小麦粘土など） 

燃やせるごみ

粗大ごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせるごみ

燃やせるごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

粗大ごみ

燃やせるごみ

燃やせるごみ

プラスチック製容器包装

びん･缶

プラスチック製容器包装

燃やせるごみ

プラスチック製容器包装

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

プラスチック製容器包装

粗大ごみ

燃やせないごみ

有害ごみ㋑

燃やせるごみ

プラスチック製容器包装

燃やせないごみ

粗大ごみ

燃やせないごみ
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有害ごみ㋐：水銀使用廃製品　有害ごみ㋑：水銀使用廃製品以外

音順 品　　目 備　　考分　　別

ね 粘土（シリコン・土粘土など） 

燃料（灯油など） 市では収集不可　販売店・専門業者へご相談を

の 農薬（農薬の付着した容器を含む） 市では収集不可　販売店・専門業者へご相談を

ノート 金具は取りはずして燃やせないごみへ

ノート型パソコン 市では収集不可　P4・5参照

のこぎり 新聞紙などに包んで注意書きをするなど安全な工夫を

のみ(工具) 新聞紙などに包んで注意書きをするなど安全な工夫を

糊（のり）のチューブ

は バーベキューコンロ 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

バーベキュー用金網・鉄板 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

ハーモニカ

バール 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

灰 十分に湿らせる

バイク（単車） 市では収集不可　販売店・専門業者へご相談を

灰皿

パイプイス

パイプベッド

バインダー・ファイル 紙製の物については留め具をすべてはずせば燃やせるごみ

はかり 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

白熱灯

はけ（木製） 

はけ（プラスチック製） 

バケツ

はさみ 新聞紙などに包んで注意書きをするなど安全な工夫を

箸（木・竹製） 

箸（プラスチック・金属製） 

はしご

バスカード

バスケットボール なるべく空気を抜いて出す

パソコン（デスクトップ型） 市では収集不可　P4・5参照

パソコン（ノート型） 市では収集不可　P4・5参照

パソコン周辺機器 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

パソコンラック 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

バターの容器 汚れの取れない物は燃やせるごみ

ハタキ プラスチック製の物は燃やせないごみ

バッテリー（車・バイク用） 

バッテリー（小型家電用） （電動自転車用） 

バット（球技用)(木製）  袋に入らない物は粗大ごみ

バット（球技用)(プラスチック・金属製）  袋に入らない物は粗大ごみ

バット（料理用） 

発泡スチロール（包装・緩衝材） 商品を包んでいた物に限る

発泡スチロール製品

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

プラスチック製容器包装

燃やせないごみ

燃やせないごみ

プラスチック製容器包装

燃やせるごみ

粗大ごみ

有害ごみ㋑

粗大ごみ

粗大ごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

粗大ごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

雑誌類

※電池類を取りはずせない場合は、「有害ごみ㋑」です。
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有害ごみ㋐：水銀使用廃製品　有害ごみ㋑：水銀使用廃製品以外

音順 品　　目 備　　考分　　別

は バトミントンのはね（シャトル） 

バトミントンのラケット

花火 十分に湿らせる

パネルヒーター 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

歯ブラシ

歯磨き粉のチューブ

刃物 新聞紙などに包んで注意書きをするなど安全な工夫を

バラン

針、針金 新聞紙などに包んで注意書きをするなど安全な工夫を

バレーボール なるべく空気を抜いて出す

ハンガー

ハンガースタンド

飯ごう

ハンドバッグ

ハンドミキサー※ 燃やせないごみ・ 有害ごみ㋑ 電池類は原則取りはずす

ハンマー 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

ひ ピアニカ

ピアノ 市では収集不可　販売店・専門業者へご相談を

PCB使用部品（照明器具の安定器など） 市では収集不可　販売店・専門業者へご相談を

ビーズクッション
中身が見えるビニール袋に入れ、空気を抜き、「ビーズクッションあり」
などの貼り紙を　　袋に入らない物は粗大ごみ

ビー玉

ビーチパラソル

ビール缶 錆びた物や汚れの取れない物は燃やせないごみ

ビールびん なるべく販売店へ

ビールびんのふた

ひげそり（電気式）※ 燃やせないごみ・ 有害ごみ㋑ 電池類を取りはずし、小型家電回収ボックスなどのご利用を

ひげそり（電気式以外） 新聞紙などに包んで注意書きをするなど安全な工夫を

ビデオカメラ※ 燃やせないごみ・ 有害ごみ㋑ 電池類を取りはずし、小型家電回収ボックスなどのご利用を

ビデオテープ（ケースを含む） 

ビデオデッキ 小型家電回収ボックスなどのご利用を

ビニールシート 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

ビニールひも

ビニール袋(商品の入っていた物） 

ビニール風呂敷(商品を包んでいた物) 

ビニールホース 1メートル以下に切る

火箸 新聞紙などに包んで注意書きをするなど安全な工夫を

火鉢 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

百科事典 箱は燃やせるごみ

肥料（家庭園芸用) 

肥料（家庭園芸用)の袋 汚れの取れない物は燃やせるごみ

ピンセット

便箋（びんせん） 

燃やせるごみ

プラスチック製容器包装

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

雑誌類

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせるごみ

粗大ごみ

びん･缶

びん･缶

燃やせないごみ

燃やせるごみ

プラスチック製容器包装

プラスチック製容器包装

燃やせるごみ

粗大ごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせるごみ
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※電池類を取りはずせない場合は、「有害ごみ㋑」です。



有害ごみ㋐：水銀使用廃製品　有害ごみ㋑：水銀使用廃製品以外

音順 品　　目 備　　考分　　別

ひ ピンポン球

ふ ファスナー付きプラスチックバッグ

ファックス付き電話機※ 燃やせないごみ・ 有害ごみ㋑ 電池類を取りはずし、小型家電回収ボックスなどのご利用を

ファンヒーター※ 燃やせないごみ・ 有害ごみ㋑ 燃料、電池類は取り除く　10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

フィルム（ネガ・ポジ） シートを含む

フィルムケース

封筒

風鈴

笛（木・竹製） 

笛（その他） 

フォーク（木・竹製） 新聞紙などに包んで注意書きをするなど安全な工夫を

フォーク（プラスチック・金属製） 新聞紙などに包んで注意書きをするなど安全な工夫を

ふすま

仏壇、仏具 市では収集不可　販売店・専門業者へご相談を

筆（竹製） 

筆（その他） 

ふとん 袋に入らない物は粗大ごみ　「羽毛ふとん」はP26参照

ふとんカバー

ふとんたたき（木・竹製） 

ふとんたたき（プラスチック製） 

フライパン

ブラインド

ブラウン管テレビ 販売店での引き取りが原則　P19参照

ぶら下がり健康器

ブラシ（木製） 

ブラシ（その他） 

プラズマテレビ 販売店での引き取りが原則　P19参照

プラモデル

プランター 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

プリンター（パソコン用） 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

プリンターのインクカートリッジ なるべく販売店などの回収ボックスのご利用を　トナーカートリッジは収集不可

プリンのカップ（ガラス製） 

プリンのカップ（陶磁器製） 

プリンのカップ（プラスチック製） 

ブルーシート 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

プロジェクションテレビ 特定家庭用機器ではありません

ふろしき（布製） 

ふろしき（ビニール製） 商品を包んでいたものに限る

ブロック（おもちゃ） 

ブロック（コンクリート） 

フロッピーディスク（ケースを含む） 

風呂のふた

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

粗大ごみ

びん･缶

燃やせないごみ

プラスチック製容器包装

燃やせるごみ

粗大ごみ

燃やせるごみ

プラスチック製容器包装

燃やせないごみ

特定家庭用機器

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

粗大ごみ

粗大ごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

特定家庭用機器

燃やせるごみ

プラスチック製容器包装

燃やせるごみ

燃やせるごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

粗大ごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせるごみ

※電池類を取りはずせない場合は、「有害ごみ㋑」です。
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有害ごみ㋐：水銀使用廃製品　有害ごみ㋑：水銀使用廃製品以外

音順 品　　目 備　　考分　　別

ふ 風呂のマット（スポンジ製） 

文鎮

へ ヘアースプレーの缶 中身を使い切り穴をあけずに出す

ヘアースプレーのキャップ（プラスチック製） 

ヘアーブラシ（木製） 

ヘアーブラシ（その他） 

ペーパーナイフ 刃が露出する物は新聞紙などに包んで注意書きをするなど安全な工夫を

ベッド（ベビーベッドを含む） 

ペットのふん

ペットフードの缶

ペットボトル

ペットボトルのふた（キャップ） キャップを取った後に残るリングは取りはずし不要

ペットボトルのラベル 紙製の物は燃やせるごみ

ヘッドホン※ 燃やせないごみ・ 有害ごみ㋑ 電池類を取りはずし、小型家電回収ボックスなどのご利用を

ペット用おり 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

ペット用の砂 商品によっては燃やせないごみ

ベニヤ板 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

ベビーいす（ベビーバウンサーを含む） 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

ベビーカー 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

ベビーガード

ベビーバス ビニール製の物は燃やせるごみ

ベルト バックルははずして燃やせないごみへ

ヘルメット

ペンキの缶

ペンキのスプレー缶 中身を使い切り穴をあけずに出す

便座 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

ペンチ

弁当箱（紙・木製） 

弁当箱（プラスチック・金属製） 

弁当容器（コンビニなど）、 外包装フィルム 汚れの取れない物は燃やせるごみ

ペンライト※ 燃やせないごみ・ 有害ごみ㋑ 電池類は取りはずす

ペン類

ほ ホイール タイヤは市では収集不可

望遠鏡 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

芳香剤の容器（プラスチック製）

芳香剤の容器（その他） 

棒ずり（デッキブラシ） 

包装紙

防虫剤の容器包装（紙製） 

防虫剤の容器包装（プラスチック製） 

包丁 新聞紙などに包んで注意書きをするなど安全な工夫を

包丁研ぎ機

燃やせないごみ

プラスチック製容器包装

燃やせないごみ

粗大ごみ

燃やせるごみ

燃やせるごみ

プラスチック製容器包装

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

粗大ごみ

燃やせないごみ

有害ごみ㋑

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

粗大ごみ

粗大ごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

有害ごみ㋑

プラスチック製容器包装

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

プラスチック製容器包装

プラスチック製容器包装

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

粗大ごみ

燃やせるごみ

びん･缶

ペットボトル

プラスチック製容器包装

42
※電池類を取りはずせない場合は、「有害ごみ㋑」です。



有害ごみ㋐：水銀使用廃製品　有害ごみ㋑：水銀使用廃製品以外

音順 品　　目 備　　考分　　別

ほ ボウリングの球

ボウル（器） 

ホース（ビニール・ゴム製） 1メートル以下に切る

ホースリール

歩行器

ポスター 丸めず、折りたたむ

ポータブル電源 市では収集不可　販売店・専門業者へご相談を

ボタン

ボタン電池 市では収集不可　販売店・専門業者へご相談を

補聴器※ 燃やせないごみ・ 有害ごみ㋑
電池類を取りはずし、小型家電回収ボックスなどのご利用を
空気亜鉛電池（ＰＲ）は市では収集不可

ホッチキス(ステープラー) 

ホッチキス(ステープラー)針 新聞紙などに包んで注意書きをするなど安全な工夫を

ポット

ホットカーペット 袋に入らない物は粗大ごみ

ホットカーラー

ホットプレート 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

哺乳びん

ポリタンク（灯油用など） 

保冷剤(持ち帰り用) 容器入りの大型蓄冷剤は燃やせないごみ

ホワイトボード 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

本（書籍） 箱は燃やせるごみ

本立て（木製） 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

本立て（その他） 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

本棚

ま 麻雀台

麻雀パイ

マイク※ 燃やせないごみ・ 有害ごみ㋑ 電池類は取りはずす

マイクロビーズ
中身が見えるビニール袋に入れ、空気を抜き、「マイクロビーズあり」
などの貼り紙を

マウス（パソコン用） パソコン本体と一緒に出す場合、P4・5を参照

巻尺（メジャー）

マグネット（磁石） 

まくら パイプまくらは燃やせないごみ

マジックペン

マスク

マッサージ機 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

マッチ（使用済みの物） 十分に湿らせる

マッチ箱 中身は使い切る

マットレス
処理手数料（1台）:ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ等入っていない物で厚みが10㎝未満は100円、10
㎝以上は300円　ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾏｯﾄﾚｽは700円　Ｐ21参照

まな板（木製） 

まな板（プラスチック製） 

マニキュアびん

豆電球（ＬＥＤを含む） 

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

粗大ごみ

粗大ごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせるごみ

粗大ごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせるごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

雑誌類

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

粗大ごみ

雑誌類

燃やせないごみ

燃やせないごみ

※電池類を取りはずせない場合は、「有害ごみ㋑」です。
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有害ごみ㋐：水銀使用廃製品　有害ごみ㋑：水銀使用廃製品以外

音順 品　　目 備　　考分　　別

ま マヨネーズのチューブ

マンガ本

万歩計※ 燃やせないごみ・ 有害ごみ㋑ 電池類は取りはずす

み ミキサー（ジューサー）※ 燃やせないごみ・ 有害ごみ㋑ 電池類は原則取りはずす

ミシン 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

ミシン針 新聞紙などに包んで注意書きをするなど安全な工夫を

ミニコンポ

耳かき（木・竹製） 

耳かき（その他） 

ミルク缶 プラスチック製のふたはプラスチック製容器包装

む 虫かご（木・竹製） 

虫かご（その他） 

蒸し器（木・竹製） 

蒸し器（プラスチック・金属製） シリコン製を含む

虫ピン 新聞紙などに包んで注意書きをするなど安全な工夫を

虫めがね（天眼鏡） 

め 名刺

メガネ

メガネケース（布・革製） 

メガネケース（プラスチック・金属製） 

メガホン（プラスチック製） 

メジャー（巻き尺）

も 毛布 袋に入らない物は粗大ごみ

木片・木材 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

餅つき機 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

モップ

物干し竿（洗濯竿） 3.5ｍを超える物は市では収集不可

物干し台

物干しハンガー 10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

モバイルバッテリー 端子部を電気絶縁用ビニールテープで覆う

や やかん（ケトル） 

野球ボール

やすり

ゆ 有機ＥＬテレビ 販売店での引き取りが原則　P19参照

湯たんぽ

湯飲み茶わん

指輪

よ 洋服

ヨーグルトのカップ（紙製） 

ヨーグルトのカップ（プラスチック製） 

ヨーグルトのフタ（アルミ製） 

ヨーグルトのフタ（プラスチック製） 

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせるごみ

プラスチック製容器包装

燃やせるごみ

プラスチック製容器包装

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

粗大ごみ

粗大ごみ

粗大ごみ

燃やせないごみ

有害ごみ㋑

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

特定家庭用機器

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

雑誌類

燃やせるごみ

燃やせないごみ

びん･缶

燃やせるごみ

燃やせないごみ
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※電池類を取りはずせない場合は、「有害ごみ㋑」です。



有害ごみ㋐：水銀使用廃製品　有害ごみ㋑：水銀使用廃製品以外

音順 品　　目 備　　考分　　別

よ 浴槽

ら ラーメンの袋

ライター（使い捨て型を含む） 

ライター用オイル 市では収集不可　販売店・専門業者へご相談を

ラジオ※ 燃やせないごみ・ 有害ごみ㋑ 電池類を取りはずし、小型家電回収ボックスなどのご利用を

ラジカセ（ラジオカセットデッキ） ※ 燃やせないごみ・ 有害ごみ㋑ 電池類は取りはずす

ラジコン※ 燃やせないごみ・ 有害ごみ㋑ 電池類は原則取りはずす

ラッカー 市では収集不可　販売店・専門業者へご相談を

ラップ（商品を包んでいた物） 汚れが取れない物は燃やせるごみ

ラップの箱 金属製の刃は取り除いて燃やせないごみへ

ラムネ（飲料）のびん 中のガラス玉が取り出せない物は燃やせないごみへ

ランドセル

ランニングマシーン

ランプ 燃料は使い切る

り リコーダー（笛） 

リモコン※ 燃やせないごみ・ 有害ごみ㋑ 電池類を取りはずし、小型家電回収ボックスなどのご利用を

リヤカー

リュックサック 金属フレームのある物は燃やせないごみ

リンス容器（プラスチック製） 詰め替え用商品の容器を含む　汚れの取れない物は燃やせるごみ

る ルーズリーフ バインダーは燃やせないごみ

ルーター

ルーペ

ルームランナー

れ 冷蔵庫、冷凍庫 販売店での引き取りが原則　P19参照

冷風機 市では収集不可　P18参照

レコード

レジ袋

レジャーシート

レトルトパック 汚れの取れない物は燃やせるごみ

れんが

レンジ※ 燃やせないごみ・ 有害ごみ㋑ 電池類は取りはずす　10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ

レンジガード

レンジ台

レンズ

ろ ローソク

ロープ 1メートル以下に切る

ローラースケート

わ ワープロ※ 燃やせないごみ・ 有害ごみ㋑ 電池類を取りはずし、小型家電回収ボックスなどのご利用を

ワープロのインクリボン

ワックスの缶

割れたびん・割れたガラス 新聞紙などに包んで注意書きをするなど安全な工夫を

割れた蛍光管 水銀が飛散しないように中身が見える袋に入れて出す

粗大ごみ

プラスチック製容器包装

有害ごみ㋑

燃やせないごみ

びん･缶

燃やせるごみ

粗大ごみ

プラスチック製容器包装

燃やせないごみ

有害ごみ㋐

燃やせないごみ

粗大ごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

プラスチック製容器包装

燃やせるごみ

プラスチック製容器包装

燃やせないごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

粗大ごみ

特定家庭用機器

燃やせないごみ

燃やせるごみ

粗大ごみ

プラスチック製容器包装

雑誌類

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

※電池類を取りはずせない場合は、「有害ごみ㋑」です。
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平常時でも災害時でも家庭での生活

で出てくる生ごみや資源ごみなど。

生ごみなどの腐敗しやすいごみから、

優先的に！

急いで捨てる必要のない資源ごみな

どは、できる限り家や敷地内で保管を

お願いします。

災害で出たごみはどうすればいいの？
～もしもに備え、日ごろから考えよう～

大規模な災害で出るごみは、普段と分別方法や出し方が異なります。

市は

○発災後、３日以内の収集再開を目標としています

○災害ごみ専用の仮置場（市民仮置場）を近隣の公園などに設置します

○生活ごみと災害ごみに区分して収集を行います

○分別方法や市民仮置場の場所などは、

ホームページ、ごみ分別促進スマホアプリ「さんあ～る」、市公式アプリ

「しもまちアプリ」、チラシ（避難所や自治会）などでお知らせします

生活ごみ 災害ごみ

生活ごみと災害ごみを分別！

ス
テ
ッ
プ

１

災害によって発生したごみのうち、住宅

などを片付ける際に出てくる物。

例：畳、布団、家具、家電、コンクリー

トがらなど

災害ごみを分別！

災害からの早期復旧には、決められた場

所に正しい分別で出すことが重要です。

まずは分別しましょう！

正しい場所に出しましょう！

いつものごみステーションに！ 市が設置する市民仮置場に！

ス
テ
ッ
プ

２

ス
テ
ッ
プ

３ ※消防車や救急車などが通行できるよう、ごみを道路に広げないようにしましょう！

※分別できていないごみは収集できません！

◎災害発生時は、資源ごみなどの収集や市民の皆さんからの奥山工場などへの直接搬入を

一時的に中止することもあります。
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災害で出たごみはどうすればいいの？



販売者の対象製品が特定

販売者のお客様相談室へお問い合わせ下さい
その結果、対象製品であることが特定

販売者が回収します
×ごみステーションへ
の排出はできません

×戸別収集での排出は
できません

×処理施設への直接搬
入はできません

×一般廃棄物収集運搬
許可業者への依頼は
できません

【戸別収集の場合】有害ごみ（水銀使用廃製品以外）として排出してください
・排出物を紙で包まず、中身が見えるよう袋に入れた上、再度、
袋に入れて（二重袋）、口を縛るなど封をしてください

（袋は４５リットルを超える透明または半透明の袋可）
・珪藻土マットは、当面の間、有害ごみ（水銀使用廃
製品以外）とし、本区分以外で出された場合、

「違反ごみ」となります

【直接搬入の場合】吉母管理場・クリーンセンター響
・排出物を紙で包まず、中身が見えるよう袋に入れた上、

再度、袋に入れて（二重袋）、口を縛るなど封をしてください

（袋は４５リットルを超える透明または半透明の袋可）

市からのお願い

●珪藻土を使用したバスマット、コースターなどの排出時における注意事項について

厚生労働省プレスリリースなどにおいて、石綿（アスベスト）が含まれている珪藻土を使用したバスマット、コース

ターなどの商品が流通していることが判明しています。市には、ごみとして排出することはできません。

販売者が回収しますので、フローに従った対応をお願いします。

YES 不明 NO

不明YES NO

●タイヤ（粗大ごみ）の収集・処理施設における直接搬入の受け付け終了について

市では廃タイヤの収集はしておりません。処理施設でも受け入れておりませんので、処分につきましては、タイヤ

販売店、カー用品店、自動車整備工場などにお問い合わせください。

【収集及び処理施設への直接搬入ができないタイヤ】

●自動車 ●自動二輪車 ●原動機付自転車 ●自転車

●電動自転車 ●リヤカー ●一輪車（運搬用）

※上記に使用されるタイヤ部分のみが受け付けできない物となります。

ただし、自動車、自動二輪車、原動機付自転車については、従来通り本体も受け付けできません。

また、自転車、電動自転車、リヤカー、一輪車のタイヤは本体と一緒であれば受け付けできます。

※ホイールからタイヤがはずせない場合、ホイール付きタイヤも受け付けできません。

※ホイール（リム）、タイヤチューブはこれまでどおり受け付けできます。

NO！
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珪藻土マット・コースターなどで販売者の回収

対象製品ではない、もしくは回収対象製品である

ことが特定されていない物を排出する際は、必ず

二重袋にして排出してください
二重袋

P16「有害ごみ」参照



しものせき環境みらい館では、資源ごみの選別の様子などを見学できるほか、リサイクルや環境に

係る体験学習、講習及び啓発物の展示など以下の事業を行っています。

開館時間／１０：００～１７：００

休館日／月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始（１２月２９日～１月３日）

所在地／〒７５１‐０８４７ 下関市古屋町一丁目１８番１号

お問い合わせ／☎０８３‐２５２‐７２２０ FAX ０８３‐２５２‐７２２２

ホームページ https://kankyomiraikan-feel.com/

メールアドレス mirai@feelkankyo.com

●リサイクル施設の見学・リサイクル体験 ●リサイクル講座・出前講座

●フリーマーケットや各種イベント ●小型家電無料回収（詳細は本誌４、５ページに記載）

●研修室の貸出（会議、研修などにご利用ください） ●リサイクル品の販売

【ホームページ】 【Facebook】

お問い合わせは

https://www.city.shimonoseki.lg.jp

【市ホームページ】

しものせきごみ百科

更新／下関市環境部クリーン推進課〈令和６年４月〉

（下関市古屋町一丁目１８－１）

ごみの分け方・出し方ガイド配布場所
クリーン推進課、本庁（市民サービス課）、各総合支所市民生活課、本庁管内各支所

※全地区のごみの分け方・出し方ガイドを配布しているのは、クリーン推進課、本庁（市民サービス課）のみです。

●ごみの搬入については

環境施設課 ☎083-252-1943
●ごみの搬入受付窓口

〈可燃ごみ〉

奥 山 工 場 ☎083-257-5311
〈不燃ごみ〉

吉母管理場 ☎083-286-2803
〈一般廃棄物〉

クリーンセンター響 ☎083-776-0321

●ごみの収集・運搬については

〈下関地区〉 クリーン推進課

☎083-251-1194
〈菊川地区〉 菊川総合支所市民生活課

☎083-287-4004
〈豊田地区〉 豊田総合支所市民生活課

☎083-766-2187
〈豊浦地区〉 豊浦総合支所市民生活課

☎083-772-4017
〈豊北地区〉 豊北総合支所市民生活課

☎083-782-1925

●戸別収集の申し込みは

粗大ごみ等受付センター ☎083-254-5380

●ごみの分別に関しては

クリーン推進課 ☎083-252-7165

施設にごみを直接搬入される際は、

素材ごとに分別をした上でお持ちくだ

さい。

年末や連休時は、大変混雑するため、

できるだけ避けていただきますよう、

ご協力をお願いいたします。

●不法投棄に関しては

廃棄物対策課 ☎083-252-7152


